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Ｂ．航空機事故緊急活動計画の現状・課題と改善策Ｂ．航空機事故緊急活動計画の現状・課題と改善策Ｂ．航空機事故緊急活動計画の現状・課題と改善策Ｂ．航空機事故緊急活動計画の現状・課題と改善策 

 

１．全体１．全体１．全体１．全体                                                                                                            

 

１．１１．１１．１１．１        緊急活動の目的と優先度緊急活動の目的と優先度緊急活動の目的と優先度緊急活動の目的と優先度 

 現 状   

NAA 作成の現計画では、以下の「目的」が掲げられている。 

1. 迅速かつ適切な消火救難活動及び医療救護活動の実施 

2. 空港の可及的速やかな正常運用への復旧 

3. NAA、航空会社及び関係機関の任務等を定める 

4. 協力体制の確立を図る。 

 課 題   

1. 「緊急活動の目的」の明確化 

現状では、「計画の目的」が掲げられているが、「緊急活動」そのものの「目的」

が明確になっていない。重要であるのは「計画の目的」ではなく、「緊急活動の目

的」であり、これを明確にすることにより各関係機関が「活動の目的」を共有し、

全体として「目的」達成を目指して効率の良い活動が行われるようにすべきであ

る。 

2. 目的の具体化 

「緊急活動の目的」については、分かりやすい具体的な目標を掲げる必要があ

る。 

3. 「緊急活動の目的」間の優先度 

「緊急活動の目的」同士が相互にぶつかる場合がある。このため、各「目的」に

「優先度」を付け、どの目的を優先させるかを明確にする必要がある。 

 改善計画  

1. 航空機事故緊急活動における「目的」を、「緊急活動に携わる各機関間の共通

の目的」という視点から、次のとおりとする。 

2. 各「目的」には「優先度」を設け、表のとおりとし、優先度の高い「目的」を優先し

て取り扱うものとする（ただし、各「目的」に対する行動は、並行して行われるも

のであり、ひとつの「目的」を達した後、次の「目的」に取り組むことを示したもの

ではない）。 
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3. 各機関は、共通の目的に対して、「自分たちはどう行動することが適切か」を判

断し、行動する。 

 

優先度優先度優先度優先度 緊緊緊緊    急急急急    活活活活    動動動動    のののの    目目目目    的的的的 

        １１１１ 

 

 

 

 

 

 

 事故機搭乗者の救出・救命・治療事故機搭乗者の救出・救命・治療事故機搭乗者の救出・救命・治療事故機搭乗者の救出・救命・治療・搬送・搬送・搬送・搬送  ①搭乗者の救出  ②重症者の生命確保と搬送  ③中等症者の治療と搬送  ④円滑な緊急活動環境の確保  a)制限区域内緊急車輌用短絡動線の確保(空港内事故の場合)  b)緊急ﾍﾘ用発着飛行経路・ﾍﾘﾊﾟｯﾄﾞの確保 c)空港への緊急車輌用通路の確保(空港内事故の場合) 
        ２２２２ 

 

 

二次災害発生の防止二次災害発生の防止二次災害発生の防止二次災害発生の防止 

 ①後続機の衝突・事故発生防止  ②ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの衝突防止  ③緊急活動者の安全確保 

        ３３３３ 

 

軽症者・無傷者の対応軽症者・無傷者の対応軽症者・無傷者の対応軽症者・無傷者の対応 ①軽症者の治療・安定 ②無傷者の安定 

        ４４４４ 

 

 死亡者の遺体収容・安置・身元確認死亡者の遺体収容・安置・身元確認死亡者の遺体収容・安置・身元確認死亡者の遺体収容・安置・身元確認  ①遺体の収容・安置  ②遺体の身元確認 

  ５５５５ 

 

事故機搭乗者名簿の整理と照合事故機搭乗者名簿の整理と照合事故機搭乗者名簿の整理と照合事故機搭乗者名簿の整理と照合 

 ①被災者の確認  ②被災者の状態の確認 

     ６６６６ 

 

 

事故機搭乗者の家族等への対応事故機搭乗者の家族等への対応事故機搭乗者の家族等への対応事故機搭乗者の家族等への対応 

 ①搭乗者家族等への連絡 ②家族等への搭乗者状態の説明  ③家族・関係者の搭乗者への引き合わせ 

  ７７７７ 

 

 ﾏｽｺﾐﾏｽｺﾐﾏｽｺﾐﾏｽｺﾐへの情報提供への情報提供への情報提供への情報提供 

 ①事故状況の情報提供  ②搭乗者の情報提供 

     ８８８８ 

 

 事故機以外の航空機・搭乗者への対応事故機以外の航空機・搭乗者への対応事故機以外の航空機・搭乗者への対応事故機以外の航空機・搭乗者への対応 

 ①成田空港到着予定機の他空港へのﾀﾞｲﾊﾞｰﾄ  ②誘導路上待機航空機の駐機ｽﾎﾟｯﾄへの移動(旅客降機) 
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優先度優先度優先度優先度 緊緊緊緊    急急急急    活活活活    動動動動    のののの    目目目目    的的的的 

     ９９９９ 

 

 

 

 ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ等の航空旅客への対応等の航空旅客への対応等の航空旅客への対応等の航空旅客への対応 

 ①旅客自身による状況の把握  ②旅客の反応・行動の安定化  ③旅客へのｻﾎﾟｰﾄ  ④旅客・手荷物取り扱い業務の混乱の回避 

 １０１０１０１０ 事故原因の究明事故原因の究明事故原因の究明事故原因の究明 

 ①事故原因の究明(目的：事故再発防止目的) ②事故原因の究明(目的：過失責任の有無） 

 １１１１１１１１ 空港運用の再開空港運用の再開空港運用の再開空港運用の再開 ①「事故発生滑走路以外の滑走路」の使用再開 ②「事故発生滑走路」の使用再開(空港内事故の場合） 

 

１．２１．２１．２１．２        緊急活動緊急活動緊急活動緊急活動計画の適用範囲計画の適用範囲計画の適用範囲計画の適用範囲    

 現 状   

1. 現計画では、その適用範囲は「空港内」に限定されており、空港周辺地域にお

いては明文化された規定はない。 

2. 空港外で発生した緊急事態への対処については、発災地を管轄する市町村が

定める「地域防災計画」に基づくこととなっており、「成田国際空港消防相互応

援協定」に基づく応援派遣を行うことにしている。 

 課 題   

1. 国際民間航空条約第 14 付属書第 7 部空港業務ﾏﾆｭｱﾙ第 1 章において、空港

緊急計画は、空港及びその近辺において発生する緊急事態に対処するために、

空港内、空港外での航空機事故を問わず、同様に実施されるものと規定してい

る。 

2. 同第 4 章においても空港における航空機事故と空港外における航空機事故の、

それぞれの場合において採るべき措置について言及している。 

【添付資料 1】 「ICAO ANNEX-14、空港業務ﾏﾆｭｱﾙ(Airport Service 

Manual) (DOC9137) 第 7 部空港緊急計画 抜粋」 参照 

3. 関西国際、中部国際、大阪国際及び福岡等の日本国内の主要空港の緊急計

画においては、その適用範囲を「空港及び空港周辺」と明記しており、「空港周

辺」とは、空港の標点から約 9 ｷﾛﾒｰﾄﾙの円内の区域をいうと明記されている。 
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4. ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が公表する 1997～2006 年に発生した商用ｼﾞｪｯﾄ機の死亡及び重大

事故統計【添付資料 2】によれば､離着陸時の事故は全体の 33%（死者発生比

17%）と最も多いが、初期上昇及び最終進入段階における事故も全事故の 18%

（死者発生比 32%)と多い。事故の半数以上が空港及び空港周辺で発生してお

り､空港内のみならず空港外、特に空港周辺においても事故の発生に備える必

要があることを示している。 

5. したがって、空港外における航空機事故に対し規定のない現計画の不備は否

めない。 

6. 他方、千葉県地域防災計画における大規模事故編第 6 節航空機災害対策計

画では、計画の適用範囲を、「成田国際空港及びその周辺(「成田国際空港消

防相互応援協定」締結市町村の区域をいう)」と規定している。 

7. 成田市地域防災計画においては、その適用範囲を成田国際空港内(第１種区

域及び第 2 種区域)と空港外(第 3 種区域)の成田市域としている。 

 改善計画  

緊急活動計画の適用範囲は以下のとおりとする。 

1. 「空港内」 成田国際空港内 

2. 「空港外」 成田国際空港の周辺地域(成田国際空港消防相互応援協定団体

に係る市町村の区域) 

 

１．３１．３１．３１．３        緊急活動開始のトリガー緊急活動開始のトリガー緊急活動開始のトリガー緊急活動開始のトリガー 

 現 状   

現計画では、緊急活動の始動に関する考え方は整理されていない。 

 課 題   

「突然の航空機墜落事故」のような場合には、通常はその時点で緊急活動開始のﾄ

ﾘｶﾞｰが自動的に引かれることになる。しかし「重大な航空機事故の発生に繋がる

恐れのある航空機ﾄﾗﾌﾞﾙの発生」のような状況の場合、それが「回避される場合」と

「事故に繋がる場合」とがあり、どのような時点で緊急活動を開始すべきなのか、

「活動開始のﾄﾘｶﾞｰを引く基本的ﾙｰﾙ」について、計画しておく必要がある。 

例えば、着陸機のｺｸﾋﾟｯﾄにおいて、「主脚がﾀﾞｳﾝｱﾝﾄﾞﾛｯｸされていない」と表示され

た場合、「①手動によるｷﾞｱﾀﾞｳﾝ」→「②滑走路上をﾛｰﾊﾟｽし地上から主脚状態を確

認」→「③急降下・上昇、ﾀｯﾁｱﾝﾄﾞｺﾞｰ等で主脚を出す」→「④胴体着陸を決定」→

「⑤燃料投棄」→「⑥胴体着陸」という段階を経ることになる。この場合、③の段階ま

では、通常の着陸が出来る可能性があるが、④の段階に至れば人的損害を伴う航
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空機事故発生の可能性が高くなる。したがって④の段階で、緊急活動開始の 

ﾄﾘｶﾞｰが引かれることが適切と考えられる。 

また、「主脚は降りていてもﾛｯｸされていない恐れがあり、胴体着陸になる可能性が

ある」とﾊﾟｲﾛｯﾄが判断し、緊急着陸を宣言すると共に「消防車・救急車の待機」を要

求する場合がある。この場合にはﾊﾟｲﾛｯﾄが要求した段階で、緊急活動開始の 

ﾄﾘｶﾞｰが引かれることが適切と考えられる。 

 改善計画  

緊急活動開始のﾄﾘｶﾞｰ【緊急活動は、以下の状況(緊急度)を以って始動する】        航空機の状況         緊急活動開始のﾄﾘｶﾞｰ 緊急度ﾚｯﾄﾞ(赤) 明らかに人的損害を伴う航空機事故が発生した場合 (例：航空機が墜落した場合） 事故発生時点で自動的に、緊急活動開始のﾄﾘｶﾞｰが引かれる。 緊急度ｵﾚﾝｼﾞ(燈) 飛行中の航空機に、人的損害を伴う重大な事故に繋がる恐れのある航空機 ﾄﾗﾌﾞﾙが発生した場合 (例：着陸機において主脚がﾀﾞｳﾝﾛｯｸ表示にならない場合) 
ﾄﾗﾌﾞﾙ回避のための確認・操作を実施した後、ﾄﾗﾌﾞﾙが 以下に示す段階に進展した時点で自動的に、緊急活 動開始のﾄﾘｶﾞｰが引かれる。 ①人的損害を伴う重大な航空機事故に繋がる可能性が明白になった時点。(例：胴体着陸の決定） ②ﾊﾟｲﾛｯﾄから緊急着陸に伴う援助(消防車・救急車の待機等)の要求があった時点。 

    

１．４１．４１．４１．４        活動時間目標の設定活動時間目標の設定活動時間目標の設定活動時間目標の設定 

１．４．１  緊急度ﾚｯﾄﾞ(空港内事故)の場合 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

緊急計画の実効性を高める為に、主要な行動については具体的な時間目標を設

定し、その時間目標を実現する為に具体的な改善を図っていく必要がある。 

また、被災者に対するﾄﾘｱｰｼﾞ、医療及び搬送を迅速かつ効率的に実施するため

には、現場における医療活動を統括・指揮するﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰを可及的速やかに事

故現場に投入する必要がある。諸外国の主要空港や、関西国際空港などの緊急

計画には、このﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの設置と任務が明記されているが、現計画では明確

ではない。 
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現場に参集する多くの医師が組織的に行動できるような体制を担保するために

も、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの迅速な配置も目標として設定しておくべきである。 

 改善計画  

以下の時間目標を設定する。 

 緊急度ﾚｯﾄﾞのﾄﾘｶﾞｰが引かれた(事故発生)

後の経過時間 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ配置 15 分 

現場統制所機能開始 15 分 

合同対策本部機能開始 30 分 

ﾄﾘｱｰｼﾞ開始 30 分 

負傷者搬送終了 2 時間 

 

１．４．２  緊急度ﾚｯﾄﾞ(空港外事故)の場合 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

緊急計画の実効性を高める為に、主要な行動については具体的な時間目標を設

定し、その時間目標を実現する為に具体的な改善を図っていく必要がある。 

空港外事故の場合には、事故現場を特定し消火・救難・医療関係者が事故現場

に到着する迄に時間を要することは避けられないため、空港内事故よりもそれぞ

れの機関が緊急活動を開始するまでに、空港内事故よりも時間を要するものと推

測される。 

 改善計画  

以下の時間目標を設定する。 

 緊急度ﾚｯﾄﾞのﾄﾘｶﾞｰが引かれた(事故発

生)後の経過時間 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ配置 30 分 

現場統制所機能開始 60 分 

合同対策本部機能開始 60 分 

ﾄﾘｱｰｼﾞ開始 30 分 

負傷者搬送終了 2 時間 
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１．４．３  緊急度ｵﾚﾝｼﾞ(予め想定される事故)の場合 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

緊急計画の実効性を高める為に、主要な行動については具体的な時間目標を設

定し、その時間目標を実現する為に具体的な改善を図っていく必要がある。 

緊急活動開始のﾄﾘｶﾞｰが引かれてから事故が発生する迄に、対応出来る体制が

整備出来る時間的な余裕がない場合であっても、具体的な時間目標設定は必要

である。 

 改善計画  

以下の時間目標を設定する。 

 緊急度ｵﾚﾝｼﾞのﾄﾘｶﾞｰが引かれた(事故発生

を想定)後の経過時間 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ配置 15 分 

現場統制所機能開始 15 分 

合同対策本部機能開始 30 分 

ﾄﾘｱｰｼﾞ開始 30 分 

負傷者搬送終了 2 時間 
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１．５１．５１．５１．５        関係機関関係機関関係機関関係機関 

 現 状   

現計画では、関係する機関（空港管理者、国土交通省、財務省、法務省、厚生労

働省、警察機関、地方公共団体、消防機関、医療機関、指定公共機関、航空会

社、成田国際空港救難協力隊及び空港関連企業）が並列的に記載されている。 

 課 題   

関係する各機関をその活動内容の優先度を明確にして記載する必要がある。 

 改善計画  

緊急活動に関係する機関は、活動内容の優先度に応じたｶﾃｺﾞﾘｰ毎に、次のとおり

とする。 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 (活動内容の優先度 1) 

現場における「消火・救出・医療・搬送」、その為の「緊急活動環境の確保」及び 

「二次災害防止」に係わる機関 

1. 空港管理者 NAA(空港警備会社等を含む) 

2. 国土交通省 CAB 

3. 警察機関 千葉県警察(県警本部、空警隊、空港署) 

4. 地方公共団体 千葉県、成田市、当該自治体 

5. 消防機関 成田市消防本部、当該自治体消防機関、成田国際空

港消防連絡協議会加盟消防機関 

6. 自衛隊 陸上自衛隊第 1 空挺団、航空自衛隊航空機動衛生隊 

7. 医療機関 

 

災害拠点病院、DMAT 

①成田赤十字病院(DMAT・医療救護班) 

②日本医科大千葉北総病院（DMAT・千葉県 

ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ) 

三郡医師会(印旛市郡医師会、香取郡市医師会、山武

郡市医師会) 

空港内医療機関(空港ｸﾘﾆｯｸ・空港内産業医) 

三郡市歯科医師会(印旛郡市歯科医師会、佐原市香取

郡歯科医師会、山武郡市歯科医師会) 

8. 厚生労働省 成田空港検疫所 
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ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 (活動内容の優先度 2) 

搬送先における「医療活動」、「医療支援活動」及び「現場支援活動」等に関係する

機関 

9. 医療機関 日本赤十字社千葉県支部 

災害拠点病院(2008 年 3 月現在)等 

③総合病院国保旭中央病院(旭市) 

④千葉県循環器病ｾﾝﾀｰ(市原市鶴舞) 

⑤千葉県救急医療ｾﾝﾀｰ(千葉市美浜) 

⑥千葉大学医学部附属病院(千葉市中央区) 

⑦国保松戸病院（松戸市) 

⑧船橋市立医療ｾﾝﾀｰ(船橋市) 

⑨国保直営総合病院君津中央病院(木更津市) 

⑩鉄蕉会亀田総合病院（鴨川市） 

⑪東京慈恵会医科大学付属柏病院（柏市） 

⑫帝京大学ちば総合医療ｾﾝﾀｰ（市原市） 

⑬千葉県立東金病院（東金市） 

⑭千葉県立佐原病院（香取市） 

⑮千葉市立海浜病院（千葉市美浜区） 

⑯安房医師会病院（館山市） 

⑰東京歯科大市川総合病院（市川市） 

印旛郡市薬剤師会 

10. 航空会社 当該航空会社及び業務委託会社(ｱﾗｲｱﾝｽ及び地上業

務受委託契約による支援会社) 

11. 指定公共機関 東日本電信電話(株)千葉支店 

東京電力(株)成田支社 

12. 通信事業者 (株)NTT ﾄﾞｺﾓ千葉支店 

13. 空港関連企業 成田ｴｱﾎﾟｰﾄ・ﾃｸﾉ、成田空港施設、国際空港上屋、東

京空港交通)等、地上作業ｻｰﾋﾞｽ、旅客輸送ｻｰﾋﾞｽ、空

港施設保守及び警備等の空港関連会社 
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ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 (活動内容の優先度 3) 

「身元確認」、「家族対応」、「事故原因究明」及び「被災者の出入国手続」等に係わ

る関係機関 

14. 医療機関 三郡市歯科医師会(印旛郡市歯科医師会、佐原市香取

郡歯科医師会、山武郡市歯科医師会) 

15. 内閣府 空港危機管理室 

16. 財務省 東京税関成田税関支署 

17. 法務省 東京入国管理局成田空港支局 

18. 農林水産省 横浜植物防疫所成田支所 

動物検疫所成田支所 

19. 指定公共機関 東日本電信電話(株)千葉支店 

JR 東日本(株) 

京成電鉄(株) 

20. 航空会社 その他の航空会社 

21. 空港関連企業 地上作業ｻｰﾋﾞｽ、旅客輸送ｻｰﾋﾞｽ、空港施設保守及び

警備等の空港関連会社 

成田国際空港ﾎﾃﾙ業協会 

    

１．６１．６１．６１．６        緊急活動目的に対応する各機関の役割と連携緊急活動目的に対応する各機関の役割と連携緊急活動目的に対応する各機関の役割と連携緊急活動目的に対応する各機関の役割と連携 

 現 状   

現計画では、「関係機関の任務」として、機関毎に主な業務を明示している。 

(ｱ）NAA 

（a） 情報の収集及び関係機関への通報 

（b） 消火救難活動の実施 

（c） 現場調整所の設置 

（d） 医師等に対する待機及び派遣要請 

（e） 合同対策本部の設置 

（f） 空港への入場規制 

（g） 交通規制（所管警察及び道路管理者に対する要請） 

（h） 立ち入り禁止区域の設定 

（i） 負傷者選別所、救護所の設置及び医療資器材等の準備並びに手配 

（j） 現場避難所の設置及び被災者一時収容場所の確保 

（k） 広報対策 

（l） 消火救難関連資器材の提供 

（m） 移動不能航空機の撤去調整 
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（n） 事故現場の清掃及び空港施設の復旧 

（ｲ） 空港事務所 

（a） 自衛隊への災害派遣要請 

（b） 現場保存等の処置 

（c） 航空・鉄道事故調査委員会の調査に対する援助 

（d） NAA との滑走路、誘導路、ｴﾌﾟﾛﾝ及びその他の航空保安施設の運用に関

する調整 

(ｳ) 東京税関成田税関支所 

（a） 傷病旅客に関する通関処理等の実施 

(ｴ) 東京入国管理局成田空港支局 

（a） 傷病旅客に関する審査等の実施 

（ｵ） 成田空港検疫所 

（a） 傷病旅客に関する検疫等の実施 

（b） 医療救護活動の支援 

（ｶ） 千葉県警察（千葉県警察本部、成田国際空港警察署） 

（a） 情報収集 

（b） 事故現場周辺の警備及び立ち入り規制 

（c） 事故原因等の捜査 

（d） 遺体の検視及び身元確認 

（e） その他 

（ｷ） 千葉県 

（a） 消防庁への情報の通報 

（b） 災害救助法適用に関する作業 

（ｸ） 成田市 

（a） 災害情報の連絡及び広報 

（b） 事故現場における消火救難活動の実施及び必要により、消防相互応援協

定市町村長、東日本電信電話(株)、東京電力(株)等指定公共機関に対す

る協力要請 

(c） 医師等に対する派遣要請 

(d） 負傷者の収容医療機関への協力要請 

（e） 千葉県への事故情報の通報 

（ｹ） 成田市消防本部 

（a） 空港「成田市の区域」における航空機災害に対し、現場指揮本部を設置し

消火救難活動の実施及び指揮調整の実施 
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（ｺ） 医療機関 

（a） 日本赤十字社千葉県支部 

救護班の派遣及び医療救護活動の実施 

（b） 三郡医師会 

救護班の派遣及び医療救護活動の実施 

（c） 空港内各診療所 

医療救護活動の実施 

（d） 三郡市歯科医師会 

救護班の派遣及び医療救護活動の実施 

（e） 印旛郡市薬剤師会 

薬剤の搬入 

（ｻ） 当該航空会社 

（a） 災害者の救出及び救護活動の実施並びに収容 

（b） 搭乗旅客等の確認調査及び被害者名簿の作成 

（c） 被災者の近親者への通知手配 

（d） 被災者及び近親者の接遇 

（e） 被災者及び関係者等の輸送 

（f） 税関、入国管理及び検疫に対して傷病旅客に関する事項の報告 

（g） 危険物搭載の有無及び搭乗者ﾘｽﾄ等必要な情報の提供 

（h） 消火救難活動等に必要な資器材の提供 

（i） 救護所等への職員派遣 

（j） 事故機の移動又は撤去 

（k） 報道機関対応 

（l） その他被災者等及び遺族に関する事項の処理 

（m） 遺体仮安置所の設置 

（ｼ） 当該航空会社以外の航空会社、成田国際空港救難協力隊及び関連企業 

（a） 被災者の救出及び救護活動等の支援（救護所の設営を除く） 

（b） 事故機の移動又は撤去作業支援 

(c） 被災者及び関係者の輸送支援 

（d） 通訳活動 

 課 題   

1. 「1.1 緊急活動の目的」に対応する緊急活動内容として整理されていないため、

機関の活動内容に不足のあるものがある。 

2. 機関毎に任務が記載されているが、その優先順位と機関間の活動の連携関係

が不明確である。 
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3. 上局への報告等、機関内部の規定で明記しておけばよく、各機関共通の緊急活

動計画として必要のない内容が含まれている。 

 改善計画  

1. 「緊急活動の目的」に対応する「行動」、「その行動を行う機関」、ひとつの行動に

複数の機関が関わる場合の「主導の役割を果たす機関」を【別紙１】 「緊急活

動目的に対応する各機関の役割と連携」に示す。 

2. 各機関は、内部及び外部の関係機関に対する迅速な「事故通報」・「要請」を行

う。 

3. NAA は合同対策本部を設置する。 

航空機事故が空港外で発生した場合には、当該自治体は現地における合同対

策本部を設置する。 

4. CIQは被災した搭乗者の入国手続きを実施し、当該航空会社はその支援を行 

う。 

    

１．７１．７１．７１．７        緊急連絡通報緊急連絡通報緊急連絡通報緊急連絡通報 

１．７．１  緊急連絡通報の方法 

 現 状   

現計画では、「緊急事態発生時の通報体制は、別図第１「緊急連絡系統図」によ

るものとする」とされている。 

 課 題   

1. 関係機関によっては「平日の昼間」等限られた時間帯のみ機能している部局が

通報先として登録されており、夜間・休日などの連絡ができない機関がある。 

○ 三郡医師会 

○ 三郡市歯科医師会 

○ 救難協力隊 

○ 成田赤十字病院医療社会事業部 

○ AOC 事務局 

○ 成田市市民安全部 

○ その他 
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2. 三郡医師会、三郡市歯科医師会、その他の機関については、数多くの個人に順

次電話で伝言を伝えていく通報方法となっているが、「伝言が末端まで到達する

までに時間を要する」、「途中の個人が伝言を受け取れない状況の場合、その先

の個人に伝言が伝わらない」という課題がある。これを解決するため、電話通報

と併用して、各個人に対する携帯ﾒｰﾙによる一斉通報を行うことが有効である。 

3. 最も早期に通報されるべき機関のひとつである DMAT が通報先として系統図に

入れられていない。 

千葉県 DMAT 運営要綱によれば、通常は千葉県が DMAT の派遣要請を行うこ

とになっており、特例として、成田市長(成田市消防本部消防長)が統括消防機

関(千葉市消防局)を通じ要請することができるとされているが、この方法によっ

てもﾀｲﾑﾗｸﾞは否めない。また、要綱上 NAA から DMAT への派遣要請は不可能

であるが、NAA 消防から DMAT を擁する空港近隣の医療機関に対し事前に事

故発生の情報提供を行うことが、正規の派遣要請までのﾀｲﾑﾗｸﾞを減少させる

ために、極めて有効である。 

成田赤十字病院については、従来より医療社会事業部が通報先となっている

が、そこから更に救命救急ｾﾝﾀｰへ通報することになるため、同ｾﾝﾀｰに直接通

報することによりﾀｲﾑﾗｸﾞを少なくする必要がある。 

 改善計画  

1. 緊急事態発生時の通報体制は、【別紙 2】 ｢緊急通報系統図｣によるものとす

る。 

2. 空港外事故の発生で、「現場位置」の情報が市民から得られた場合には、

「1.7.2 通報内容」の第 2報により通報する。 

3. 通報の即時性と確実性の向上のため、各組織において、電話通報と併せて携

帯電話ﾒｰﾙを使用した通報体制を構築する。 

4. 一斉通報を除き、電話による通報の順番は、「1.5 関係機関」に示す関係機関

の活動の優先度の高い方を優先する。 
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１．７．２  通報内容 

 現 状   

現計画では、通報内容は、次のとおりとすると規定されている。 

（ｱ） 緊急事態発生時刻 

（ｲ） 緊急事態発生場所 

（ｳ） 当該航空会社名 

（ｴ） 航空機形式、便名、搭乗者数 

（ｵ） 緊急事態の態様 

(ｶ) 死傷者の有無 

(ｷ) 危険物の種類及び搭載量 

(ｸ) その他必要な事項 

 課 題   

1. ﾊｲｼﾞｬｯｸ等その他の緊急事態の連絡と区別するため、「航空機事故が発生し

たこと」を連絡内容とすべき。 

2. 事故発生時、CAB 管制所が即時に分かるのは上記内容の内、(ｱ)～(ｳ)及び

(ｴ)便名迄であり、緊急性を考慮すれば、これを「第 1 報」として伝えるのが適切

である。 

3. 「航空機事故発生場所」については、空港外で管制塔からの位置の特定がで

きない場合は、「ｸﾞﾘｯﾄﾞﾏｯﾌﾟ上の概ねの発生場所」を通報することになる。 

空港外事故で、市民から当該自治体消防に「事故発生場所」の通報があった

場合には、当該情報を必ず「成田市消防本部」に集め、「NAA 消防ｾﾝﾀｰ」から

各関係機関に第 2 次通報する必要がある。 

4. 「（ｴ）搭乗者数」～（ｸ）の情報については、把握できた段階で、「合同対策本

部」(合同対策本部の設置前では「NAA 緊急対策室」)に情報を集めることが有

効である。 
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 改善計画  

1. 第１報の通報内容は次のとおりとする。 

 緊急度ﾚｯﾄﾞの場合 緊急度ｵﾚﾝｼﾞの場合 

(ｱ) 航空機事故が発生したこと 事故に繋がるﾄﾗﾌﾞﾙが発生したこと 

(ｲ) 航空機事故発生時刻 ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時刻及び着陸予定時刻 

(ｳ) 航空機事故発生場所(空港外の場

合で、管制塔からの特定ができない

場合は、ｸﾞﾘｯﾄﾞﾏｯﾌﾟ上の概ねの発生

場所) 

ﾄﾗﾌﾞﾙ機使用予定滑走路 

(ｴ) 当該航空会社名・便名 

(ｵ) 航空機形式 

 

2. 空港外事故の場合の発生場所通報(第 2報)は次のとおりとする。 

空港外事故で、発生場所についての市民通報が当該自治体消防にあった場

合には、「発生場所の位置情報」を「当該自治体消防」→「成田市消防本部」→

「NAA 消防ｾﾝﾀｰ」の順に伝え、「NAA 消防ｾﾝﾀｰ」はそれをｸﾞﾘｯﾄﾞﾏｯﾌﾟ位置で、

関係機関に第 2報として伝える。 

 

１．８１．８１．８１．８        自衛隊への出動要請自衛隊への出動要請自衛隊への出動要請自衛隊への出動要請 

 現 状   

1. 現計画では、「関係機関の任務」の中で、空港事務所が「自衛隊への災害派遣

要請」業務を行なう事としている(現計画の適用範囲は原則として空港内)。 

2. また、関係自治体については、例えば｢成田市地域防災計画：大規模事故対策

編：航空機災害対策計画｣では、「空港外における航空機事故災害の場合の自

衛隊派遣要請依頼(それに基づき千葉県が派遣要請)を対象とし、空港内の派遣

要請については、原則として NAA が主体(正確には、空港事務所が自衛隊への

派遣要請者)となる」としている。 

3. 一方、自衛隊法第 83 条、同法施行令第 105 条に基づき、千葉県知事、成田国

際空港長のいずれもが、自衛隊派遣要請を行なう事ができる制度となっている。 
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 課 題   

1. 成田国際空港を離発着する多くの航空機は、多数の乗客が搭乗し、大量の可燃

性燃料を搭載している A380、B747、A340、A330、B777 等の大型機であり、事故

が発生した場合、大規模災害となることが予想される。事故に伴う人的被害を最

小限にくい止めるためには、事故機からの乗客を救出し、被災者を空港周辺及

び近県の病院へ、大規模かつ迅速に輸送する体制を確保することが必要であ

る。このため、事故発生場所の空港内外を問わず、事故発生後、速やかな自衛

隊への災害派遣要請を行うことが重要である。 

2. 一方、航空機事故が空港外で発生した場合、自治体にとっては、自衛隊災害派

遣要請の依頼の範囲は、被災者の輸送に止まらず、「被災状況の把握」、「避難

の援助」、「遭難者等の捜索救難」、「消防活動」、「道路等交通障害物の排除」、

「救難物資の無償貸与または譲渡」、「交通規制の支援」等、広範囲に及ぶこと

になり、多少の時間を要する恐れがある。 

3. このため、航空機事故が発生した場合の自衛隊災害派遣要請については、 

空港事務所は、「被災者のﾍﾘ輸送」を主要目的に、事故現場が空港内外で 

あるかに係わらず早期の要請を行い、当該自治体は、空港外事故の場合に「要

請の依頼範囲」・「派遣を希望する活動内容」を見極めた上で、千葉県に対して

要請依頼を行い、千葉県はそれを受けて自衛隊に派遣要請を行なう、という 2 つ

のﾙｰﾄを確保しておく事が適当である。 

 改善計画  

1. 空港事務所は事故現場の発生場所に係わらず、原則として「被災者のﾍﾘ輸送」

を主要目的に、自衛隊に対する迅速な「災害派遣要請」を行う。 

2. 当該自治体は、空港外事故の場合にそれぞれの「地域防災計画」に基づき、

「要請の依頼範囲」・「派遣を希望する活動内容」を見極めた上で、千葉県に対し

て要請を依頼する。 

3. 千葉県は、当該自治体からの要請を受けて自衛隊に対する「災害派遣要請」を

行なう。 

4. 事態が緊迫している場合、当該自治体は直接最寄りの自衛隊部隊の駐屯地司

令等の職にあるものに通報し、事後速やかに所定の手続きを行なう。 
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１．９１．９１．９１．９        夜間・休日における活動の基本夜間・休日における活動の基本夜間・休日における活動の基本夜間・休日における活動の基本    

 現 状   

現計画では、特に「夜間・休日」についての計画を、「平日昼間」と分けて記述して

いない。 

 課 題   

次の理由から、「夜間・休日」における活動計画について、「活動の基本」を定めて

おく必要がある。 

1. 成田国際空港における、ｶｰﾌｭｰを除く実質的な航空機運航時間帯(06:00～

23:00)は、1日当り17時間、年間約6,200時間である。これに対して、「平日昼間」

を昼休みを含む 1 日当り 9 時間と想定すると、年間約 2,200 時間であり、運航時

間帯の 35%に相当する。逆に、「夜間・休日」に相当する時間は、運航時間帯の

65%あることになる。 

2. 「夜間・休日」においては、勤務に就いていない要員は、自宅にいるかあるいは

旅行等により自宅から遠く離れている場合があり、また、飲酒を行っている、連

絡が付かない等により直ちに緊急活動現場に急行できない状態の場合もある。

従って、「平日昼間」に比べて、要員の集合が遅れると共に、緊急活動に必要な

時間内に集合する要員数が少ないことを想定しておく必要がある。 

3. 優先度の高い「活動目的」達成のため、医療関係者は重要な役割を担ってお

り、事故現場への早期参集が求められるが、ｼﾌﾄ勤務体制を有している消防・

管制・警察等と異なり、「夜間・休日」における各医療関係者への「事故発生情

報の伝達」は、「平日昼間」に比べ、大きく遅延または伝わらない可能性があ

る。 
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 改善計画  

「夜間・休日」における活動は、次の事項を基本とする。 

1. 限られた人的資源を、優先度の高い「活動目的」(優先度 1．2．3．)に対応する行

動に集中する。 

2. 優先度 4 以降の「活動目的」に対応する行動は、人的資源が確保されるか､また

は優先度 1 から 3 までの活動目的が、一定の程度まで達成された段階で取り懸

かることを基本とする。 

3. 「平日昼間」に比べて活動体制が整いにくい(初期情報伝達が不十分、合同対策

本部・現場統制所などが無い、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰが不在等)初期段階では、各活動要

員は、状況を見極めた上で自ら行動を開始し、またその役割を自立的に果た

す。 

4. 各医療関係者への「事故発生情報」伝達方法として、従来の「電話連絡方法」

と合わせて、「携帯電話への一斉ﾒｰﾙ送信方法」を採用する。 
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２．合同対策本部と現場統制所２．合同対策本部と現場統制所２．合同対策本部と現場統制所２．合同対策本部と現場統制所                         

    

２．１２．１２．１２．１        合同対策本部合同対策本部合同対策本部合同対策本部 

２．１．１  合同対策本部の役割  

 現 状   

現計画では、以下の通り。 

○事故に関する情報の収集、記録及び整理並びに関係機関への通報 

○当該緊急事態に対処すべき事項の協議及び調整 

・救難活動に対する支援 

・対外調整 

・空港の運用対策 

・警備対策 

・被災者対策 

・総務対策（現場活動員） 

・その他必要な事項 

○報道機関への情報提供 

 課 題   

1. 現計画では合同対策本部が具体的に何をすべきか明確となっていない。 

2. 現計画の「合同対策本部の役割」のうち、「当該緊急事態に対処すべき事項の

協議及び調整」に示す内容は抽象的であり、具体化する必要がある。 

3. 航空機事故が「空港内で発生した場合」と「空港外で発生した場合」に分けて役

割を整理する必要がある。 

 改善計画  

1. 空港内事故の場合、空港内に設置される「合同対策本部」 

2. 空港外事故の場合 

2-1.空港内に設置される「合同対策本部」 

2-2.当該自治体に設置される「合同対策本部」 

の主な役割と相互の関係について、【別紙 3】 「空港内及び空港外事故の合同対

策本部の主な役割」に示す。 
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２．１．２  合同対策本部の構成メンバー 

 現 状   

現計画では、合同対策本部の構成ﾒﾝﾊﾞｰは以下の 8 機関である。 

NAA代表者(調整責任者) 

CAB代表者 

消防機関代表者 

警察機関代表者 

千葉県代表者 

成田市代表者 

医療機関代表者 

当該航空会社代表者 

 課 題   

1. 合同対策本部の役割として、「現場不足資源補給調整・要請」、「運航の再開調

整」があり、AOC が構成ﾒﾝﾊﾞｰとなることが望ましい。 

2. 合同対策本部の役割を果たすためには、各機関の代表者による本部機能だ 

けではなく、本部を支える事務局を置き、それを担当する組織を明確にしておく

必要がある。 

3. 航空機事故が「空港内で発生した場合」と、「空港外で発生した場合」に分けて

構成ﾒﾝﾊﾞｰを整理する必要がある。 

 改善計画  

1. 空港内事故の場合に空港内に設置される「合同対策本部」、空港外事故の場合

に空港内に設置される「合同対策本部」、及び当該自治体に設置される「合同

対策本部」の構成を【別紙 4】 「合同対策本部の構成ﾒﾝﾊﾞｰ及び調整の指揮」

に、またその組織図を【別紙 5】 「合同対策本部組織図」に示す。 

2. 各機関の代表者は、各々の機関が実行する活動について、調整する権限を有

する者が当る。 

3. 構成ﾒﾝﾊﾞｰである各機関の代表者、またそれに代わる第 1位から第 3順位まで 

の代行者を予め定め登録しておく。 
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２．１．３  合同対策本部内調整の指揮 

 現 状   

現計画においては別図第 2「合同対策本部組織図」に示すとおり。前記8 機関が横

並びになっており、NAA の代表が調整責任者となっているが、関係機関全体を統

括する指揮者は存在せず、各機関がその機関の長の指揮の下、相互に緊密な連

携をとりつつ、活動を行うこととなっている。 

 課 題   

1. 対策本部長、副本部長を置くことにより、合同対策本部内調整の指揮者を明確

にした方が対策本部として機能しやすい。 

2. 航空機事故が「空港内で発生した場合」と、「空港外で発生した場合」に分けて

調整指揮者を整理する必要がある。 

 改善計画  

1. 空港内事故の「合同対策本部」 

2. 空港外事故の「合同対策本部」 

2-1. 空港内設置「合同対策本部」 

2-2. 当該自治体設置「合同対策本部」 

の「調整の指揮」及びその補佐は、【別紙 4】 「合同対策本部の構成ﾒﾝﾊﾞｰ及び調

整の指揮」及び【別紙 5】 「合同対策本部組織図」によるものとする。 

 

２．１．４  夜間・休日における合同対策本部 

 現 状   

現計画においては、「夜間・休日」の合同対策本部については規定がない。 

 課 題   

1. 「夜間・休日」においては、「平日昼間」に比べて、合同対策本部の構成ﾒﾝﾊﾞｰ 

の参集に多大な時間を要することになる。 

2. このため、合同対策本部が初期においてその機能を完全に発揮することは難

しい。 

 改善計画  

1. 夜間・休日においては、最小限の構成ﾒﾝﾊﾞｰが参集した時点で、合同対策本 

部としての機能を開始する。 
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2. 「合同対策本部の役割」に優先順位を付け、構成ﾒﾝﾊﾞｰの参集状況に応じて、

次表に示す優先順位に従い、可能な範囲で合同本部としての役割を果たす。 

 優先順位優先順位優先順位優先順位 合同対策本部の主な役割合同対策本部の主な役割合同対策本部の主な役割合同対策本部の主な役割 １１１１        情報の収集・通報情報の収集・通報情報の収集・通報情報の収集・通報    情報の収集、記録及び整理並びに関係機関への通報    ２２２２        「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ及び及び及び及びｼｮｰﾄﾘｽﾄｼｮｰﾄﾘｽﾄｼｮｰﾄﾘｽﾄｼｮｰﾄﾘｽﾄ」の伝達」の伝達」の伝達」の伝達 ①千葉県から「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ及びｼｮｰﾄﾘｽﾄ」の受け取り ②現場統制所へ「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ及びｼｮｰﾄﾘｽﾄ」の送付    ３３３３        「搭乗者状態ﾘｽﾄ」の作成「搭乗者状態ﾘｽﾄ」の作成「搭乗者状態ﾘｽﾄ」の作成「搭乗者状態ﾘｽﾄ」の作成    ①当該航空会社から「搭乗者名簿」の入手 ②現場統制所から「被災者搬送・収容記録」の入手 ③「搭乗者名簿」と「被災者搬送・収容記録」を照合し 「搭乗者状態ﾘｽﾄ」を作成    ４４４４        現場不足資源（人間・資器材）の補給現場不足資源（人間・資器材）の補給現場不足資源（人間・資器材）の補給現場不足資源（人間・資器材）の補給 ①現場統制所からの現場不足資源の補給要請受理 ②関係機関に対する現場不足資源補給調整・要請    ５５５５        ﾏｽｺﾐへの情報提供ﾏｽｺﾐへの情報提供ﾏｽｺﾐへの情報提供ﾏｽｺﾐへの情報提供 ①関係機関と調整の上、記者会見資料・発表内容の作成 ②定期的な共同記者会見の実施    ６６６６        地上待機航空機移動の調整地上待機航空機移動の調整地上待機航空機移動の調整地上待機航空機移動の調整 ①地上待機航空機が移動可能な状況（救難活動の沈静等）であることの確認 ②地上待機航空機移動動線の調整    ７７７７        事故機撤去の調整事故機撤去の調整事故機撤去の調整事故機撤去の調整 ①事故調・警察による現場検証終了の確認 ②事故機撤去方法の調整 ③事故機撤去の指示    ８８８８        事故発生滑走路以外の滑走路の再開調整事故発生滑走路以外の滑走路の再開調整事故発生滑走路以外の滑走路の再開調整事故発生滑走路以外の滑走路の再開調整 ①再開可能な状況（救難活動の沈静等）であることの確認 ②関係自治体への再開説明（状況説明・協力のお礼を含む）終了の確認 ③ﾉｰﾀﾑ手続の確認 ④再開時間の確認    
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優先順位優先順位優先順位優先順位 合同対策本部の主な役割合同対策本部の主な役割合同対策本部の主な役割合同対策本部の主な役割 ９９９９    事故発生滑走路の再開調整事故発生滑走路の再開調整事故発生滑走路の再開調整事故発生滑走路の再開調整 ①事故機撤去完了の確認   ②破損施設復旧の確認 ③関係自治体への再開説明（状況説明・協力のお礼を含む）終了の確認 ④ﾉｰﾀﾑ手続の確認 ⑤再開時間の確認    
 

２．１．５  合同対策本部チェックシートの作成 

 現 状   

現状では、合同対策本部におけるﾁｪｯｸｼｰﾄは存在しない。 

 課 題   

航空機事故発生時には、特に初期段階において、要員が不足し、かつ情報が不足

しているので、連絡すべき相手先への連絡がなされなかったり、また優先して連絡

するべき相手先への連絡が遅れたりする、混乱が生じがちであるため、「合同対策

本部の役割」を確実に実行できる体制の構築が必要である。 

 改善計画  

1.「合同対策本部の役割」を明記したﾁｪｯｸｼｰﾄを予め作成し、備え付けておく。 

2. 事故発生時においてはﾁｪｯｸｼｰﾄを用いて、活動がその優先度に応じ漏れなく実

施されるようにする。 

3. 事後においては、実施した活動、連絡先・通報先氏名と連絡時刻を記録し、 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｸﾞとしても活用する。 

    

２．２２．２２．２２．２        現場統制所現場統制所現場統制所現場統制所 

２．２．１  現場統制所の役割 

 現 状   

現計画は、以下のとおり。 

(1) NAA は、空港において緊急事態が発生し、関係機関と合同で消火救難活動及

び医療救護活動を行う必要がある場合に「現場調整所」を設置するものとす

る。 

(2) 現場調整所が設置された場合、関係機関は責任者を派遣し、現場における諸

活動の適切かつ円滑な実施を図るものとする。 
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(3) 成田市は、応急通信及び応急給電を確保するため関係先に対し協力を要請す

るものとする。 

(4) 現場調整所における責任者の任務は、次のとおりとする。 

(ｱ) 関係機関相互における現場活動の調整 

(ｲ) 情報の収集、記録及び合同対策本部への通報 

(ｳ) 合同対策本部に対する応援出動、資器材の補給等の要請 

(ｴ) その他必要な事項の協議、調整及び処理 

 課 題   

1. 現計画では、「現場調整所」及び「現場調整所における責任者の任務」は上記の

とおり規定されているが、「現場調整所全体の役割」が明記されていない。 

2. 現計画では、関係機関を「寄せ集めた」状態であり、「調整」という語は具体性に

欠け、また指揮命令系統を曖昧にしている。従って、「現場調整所」という名称で

はなく、現場における、各機関による「自立」と「連携」の取れた活動を実現する

ための能動的な「統合機関」としての名称を与えるべき。 

3. 現場では、消防機関、医療機関、警察機関等、それぞれに指揮所が設置され

る。現計画は、それらの各指揮所と「現場調整所」との関係が不明確である。 

 改善計画  

名称を｢現場統制所」とし、その主な役割は以下のとおりとする。 役割 実施内容 1.1.1.1.現場の全体管理現場の全体管理現場の全体管理現場の全体管理        (1) 「現場統制所」構成員の役割分担指定 (2) 「現場統制所」、「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ」、「現場救護所」、 「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」、「軽症者・無傷者避難所」を 【別紙 13】 ｢標準的緊急配置図｣】に基づき配置する。 (3) 各緊急活動機関の到着・活動状況の把握と管理 (4) 合同対策本部に対する現場不足資源（人間・資器材）の補給要請 2.2.2.2.現場情報の把握・通報現場情報の把握・通報現場情報の把握・通報現場情報の把握・通報  (5) 現場情報（ﾃﾞｰﾀ・音声・映像等）の収集 (6) 現場情報の記録 (7) 「合同対策本部」への現場情報の通報 3.機内残留者救出活動機内残留者救出活動機内残留者救出活動機内残留者救出活動    開始の指示開始の指示開始の指示開始の指示 (8) 事故機火災沈静化状態の確認 (9) 機内残留者救出活動開始の指示 
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役割 実施内容 4.医療関係機関活動の管理医療関係機関活動の管理医療関係機関活動の管理医療関係機関活動の管理  (10) ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの確定(登録ﾘｽﾄ上位者到着時の交代を含む) (11) ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰによる、医療ﾁｰﾑの編成と配置(ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ担当、現場救護所担当、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ担当、軽症者・無傷者避難所、及び被災者一時待機所でのｹｱ担当)の振り分け 5.被災者の一元管理被災者の一元管理被災者の一元管理被災者の一元管理  (12) 被災者の誘導とﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞの取り付け (13) ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞ・ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰの一元管理(使用済みﾀｸﾞ・廃棄ﾀｸﾞ・未使用ﾀｸﾞ） (14) ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ毎に、全被災者の「被災者搬送・収容記録(可能な限り、名前・国籍・年齢・特徴等の被災者に関する情報を取得し記載する）」の作成 6.搬送先病院への振り分け搬送先病院への振り分け搬送先病院への振り分け搬送先病院への振り分け  (15) 「合同対策本部」から「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ及びｼｮｰﾄﾘｽﾄ」の受け取り (16) (夜間・休日等で、千葉県による「ｼｮｰﾄﾘｽﾄ」作成が迅速に行えない場合）、「ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ」に基づく各病院との受け入れ可能状況の確認による「ｼｮｰﾄﾘｽﾄ」の作成 (17) 「ｼｮｰﾄﾘｽﾄ」を使用して、要搬送被災者（赤ﾀｸﾞ・黄ﾀｸﾞ）の搬送先病院振り分けと搬送者への指示 7.軽症者・無傷者の収容先軽症者・無傷者の収容先軽症者・無傷者の収容先軽症者・無傷者の収容先    への移動調整への移動調整への移動調整への移動調整 (18) 被災者一時待機所(ﾊﾞｽｹﾞｰﾄ)の確認 (19) 軽症者・無傷者の移動手段の確定 8.遺体搬送調整遺体搬送調整遺体搬送調整遺体搬送調整  (20) 遺体搬送先(遺体仮安置所)の確認 (21) 遺体搬送手段の確定 9.現場検証開始の調整現場検証開始の調整現場検証開始の調整現場検証開始の調整  (22) 現場救難活動沈静化の確認 (23) 現場検証開始の決定 
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２．２．２  現場統制所の構成(空港内事故) 

 現 状   

現計画では、現場調整所の構成については、別図第 3 ｢現場調整所組織図」によ

るものとする。 

 課 題   

1. 現場調整所の構成については、「現場調整所組織図」で定められているが、これ

は関係機関が単純に横並びになっているだけで指揮命令系統が不明確である。 

2. 本計画の最優先目的である、負傷者への迅速で質の高い医療提供 

（ﾄﾘｱｰｼﾞ→処置→搬送）するという観点からは、これらを専門的に強く統括する

部署もしくはｽﾀｯﾌの参画が必要である。 

3. 各構成ﾒﾝﾊﾞｰは「各関係機関が指名する者」とだけしか定められておらず、指名

されたﾒﾝﾊﾞｰがそれぞれの所属する機関において、どの程度の意志決定権を保

持しているのかは不明である。 

 改善計画  

1. 「現場統制所」及び「関係機関現場組織」の構成を、【別紙 6】 ｢現場統制所組織

図(空港内事故)」に示す。 

2. 「現場統制所」は以下の「現場関係機関の指揮者」により構成する。 

(1) NAA 現場指揮者 

(2) CAB 現場指揮者 

(3) 消防現場指揮者 

(4) 警察現場指揮者 

(5) ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ 

(6) 自治体現場指揮者 

(7) 当該航空会社現場指揮者 

(8) 自衛隊現場指揮者 

3. 現場統制所全体を統括する「現場統括者」を置き、その役割は「NAＡ現場指揮

者」が担う。 

4. 消防、警察、自衛隊等「現場指揮所」を設置する機関については、その指揮者

が現場統制所の構成員となる。 

5. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは担当別のｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰを指名し、「医療統括ﾁｰﾑ」として各医療班

を指揮する。 

6. 現場統括者をｻﾎﾟｰﾄし、また合同対策本部との連絡調整の実務を行うため、「現

場統括管理班」を置き、NAA職員がこれに当る。 
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２．２．３  現場統制所の運営(空港内事故) 

 現 状   

現地調整所における指揮命令系統は存在せず、どのように運営を進めるかは規定

されていない。 

 課 題   

現場統制所に、発災から事後処理までの災害全体を統括し、消火・救助・医療・空

港管理・警備など、現場で対処しなければならない事象すべてに指揮権を発動でき

る命令権者を設定することは非現実的である。 

また、各機関がそれぞれに現地指揮本部を設定しているために、他機関の活動状

況や情報をﾘｱﾙﾀｲﾑに共有することが困難である。 

 改善計画  

1. 現場統制所の配置を、【別紙 7】 「現場統制所配置図(空港内事故)」に示す。

これにより各現場関係機関の指揮者による情報共有と調整を容易で円滑なも

のにする。 

2. 現場統制所は、全体として「緩い統制(活動全体の方向性のみが統制され、 

指揮権は災害現場における各ﾌｪｰｽﾞに応じて、活動の中心となる機関に移行 

していく、自律的な統制形態)」で運営する。 

3. 現場統制所は、救出救護活動のために必要な場合は、各機関が有する資源 

(人的資源・資機材資源等)を組織横断的に利用する。 

 

２．２．４  空港外事故の現場統制所 

 現 状   

現計画では、空港外事故発生時については、原則として対応していない。 

 課 題   

空港外事故の場合には、事故の存在を認識することは容易であっても、発生場所

の同定が困難であることが予想される。従って、現場統制所の設置までにどの程

度の時間を要するのか、また設置場所をどこに設定するのかについての予測が極

めて立て難い。 



成田国際空港緊急活動計画研究会報告書【航空機事故編】（案）成田国際空港緊急活動計画研究会報告書【航空機事故編】（案）成田国際空港緊急活動計画研究会報告書【航空機事故編】（案）成田国際空港緊急活動計画研究会報告書【航空機事故編】（案）             2008 年 8 月 30 日    
 

Ｂ-29 

 改善計画  

空港外で航空機事故が発生した場合、当該自治体の「地域防災計画」に基づき、

次の「現場統制所」の設置が望まれる。 

1. 空港外事故の場合の「現場統制所の役割」は、基本的に空港内事故の場合と

同様であるが、救助対象者に被災住民が、消火対象物に家屋・森林等が加えら

れる。 

2. 空港外事故の場合の「現場統制所」及び「関係機関現場組織」の構成を 

【別紙 8】 「現場統制所組織図(空港外事故)」に示す。 

3. 「現場統制所」は以下の「現場関係機関の指揮者」により構成する。 

(1) 当該自治体現場指揮者 

(2) CAB 現場指揮者 

(3) 消防現場指揮者 

(4) 警察現場指揮者 

(5) ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ 

(6) NAA 現場指揮者 

(7) 当該航空会社現場指揮者 

(8) 自衛隊現場指揮者 

4. 現場統制所全体を統括する「現場統括者」を置き、その役割は「当該自治体現

場指揮者」が担う。 

5. 消防、警察、自衛隊等「現場指揮所」を設置する機関については、その指揮者

が「現場統制所」の構成員となる。 

6. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは担当別のｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰを指名し、「医療統括ﾁｰﾑ」として各医療

班を指揮する。 

7. 現場統括者をｻﾎﾟｰﾄし、また合同対策本部との連絡調整の実務を行うため、

「現場統括管理班」を置き、当該自治体職員がこれに当る。 

8. 空港外事故の場合の「現場統制所」の配置を【別紙 9】 「現場統制所配置図

(空港外事故)」に示す。それ以外の「現場統制所の運営」については、空港内

事故の場合と同様。 
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２．２．５  夜間・休日における現場統制所 

 現 状   

現計画では、夜間・休日の現場統制所について、特段の記述はない。 

 課 題   

  夜間・休日では現場統制所の構成ﾒﾝﾊﾞｰが迅速に参集することは困難であること

が予想されるので、現場統制所が機能を開始出来るまでに時間を要する。 

 改善計画  

1. 「夜間・休日」に航空機事故が発生した場合、「現場統制所」の設置までに相当

な時間を要することになるため、現場に到着した関係機関・関係者は、優先度の

最も高い活動目的(事故機搭乗者及び被災住民の救出・救命・治療)を達成す

るため、自律的に緊急活動を開始する。 

2. 最小限必要な現場統制所構成要員が現場に到着した時点で、「現場統制所」

を設置し、緊急活動を統括する。 

 

２．２．６  現場統制所チェックシートの作成 

 現 状   

現計画では作成されていない。 

 課 題   

航空機事故発生時には、特に初期段階において要員が不足し、かつ情報が不足し

ているので、連絡すべき相手先への連絡がなされなかったり、また優先して連絡す

るべき相手先への連絡が遅れたりする混乱が生じがちであるため、「現場統制所

の役割」を確実に実行できる体制の構築が必要である。 

 改善計画  

1. 「現場統制所」の主な役割を明記したﾁｪｯｸｼｰﾄを予め作成し、ｺﾏﾝﾄﾞｶｰ及自治体

消防等に備え付けておく。 

2. 事故発生時においてはﾁｪｯｸｼｰﾄを用いて、活動がその優先度に応じ漏れなく実

施する。 

3. 事後においては、実施した活動、連絡先・通報先氏名と連絡時刻を記録し、 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾛｸﾞとしても活用する。 
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２．２．７  現場統制所の通信手段 

 現 状   

現計画では、現場調整所の通信手段について記述はない。 

 課 題   

1. 空港内事故の場合は、ｺﾏﾝﾄﾞｶｰ(電話及び FAX 等の通信機能を有する)が、現場

統制所の通信手段となるため、これを計画として明記する。 

2. 空港外事故では、ｺﾏﾝﾄﾞｶｰの現場配備に長時間を要する場合、現場統制所にお

ける通信手段(電話・FAX 等)を当該自治体が速やかに確保する必要があり、そ

の旨を明記する。 

3. 事故現場においては、携帯電話が有効な通信手段になるが、通話量の増大に

より通話不能となることが想定されるので、現場統制所で使用される主要携帯電

話の「優先電話指定」を図る必要がある。 

 改善計画  

1. 現場統制所における通信手段としてｺﾏﾝﾄﾞｶｰを近接させて配置する。 

2. 空港外事故でｺﾏﾝﾄﾞｶｰの配置が困難な場合は、当該自治体は消防所有の通信

車輌の利用、その他の方法により、現場統制所と合同対策本部並びに外部との

通信手段(電話・FAX 等)を確保する。 

3. 現場統制所における携帯電話での通話を確保するため、事前に、現場統制所

で使用される主要携帯電話の「優先電話指定」を行なっておく。 

4. 事故発生時に、被災者に関する情報等大量の情報を迅速かつ的確に伝達し、

処理するために、無線、携帯電話を利用したｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境を整備することを検

討する。 
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２．３２．３２．３２．３        事故現場の標準配置事故現場の標準配置事故現場の標準配置事故現場の標準配置    

 現 状   

現計画では記載なし。 

 課 題   

ICAO には標準的な配置が明記されており、ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ空港等においては

SERP(Standard Emergency Response Plan)として、標準化が図られているが、現

計画では明記されていない為に、事故現場において消火救難車輌及び各種資器

材の展開、現場統制所、ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ、現場救護所、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症

者・無傷者避難所、ﾍﾘﾊﾟｯﾄﾞ等の機能的な配置が妨げられ、有効な活動が確保出

来ない可能性が高い。 

 改善計画  

１．事故現場における「現場統制所」及び各機関の「現場指揮所」、 

「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ」、「現場救護所」、「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」、「軽症者・無傷者避難

所」、並びにそれらに関連する器材・車輌を【別紙 10】「標準的緊急配置図」のと

おり配置する。 

2. NAA 消防及び成田市消防は、発災後迅速に【別紙 10】 「標準的緊急配置図」に

基づき各部所を設置する。 

3. 被災者の動線を【別紙 11】 「傷病者の流れ」に示す。 

4. 関係機関は、緊急活動要員に対し、【別紙 10】 「標準的緊急配置図」を予め周

知する。 
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３．消火・救出３．消火・救出３．消火・救出３．消火・救出                                                     

    

３．１３．１３．１３．１        消火体制消火体制消火体制消火体制 

３．１．１  空港内事故の消火体制 

 現 状   

現計画には記述されていないが、ICAO 基準(ｶﾃｺﾞﾘｰ 10)に基づき、空港内のいず

れの場所において航空機事故が発生しても、3 分以内に所要の消火能力を有する

化学消防車が現場に到着できる消火体制が、以下のとおり整っている。 

空港内には、消防所が 3カ所設置されており、消防本所8名、東分遣所 7名、西分

遣所 9名の合計 24名の要員が配置されている。また消防所には、化学消防車、給

水車、救急車等の消火救難車両 16台が配置され、24 時間の出動体制が整えられ

ている。 

又、NAA 消防の初動対応に加えて、「成田国際空港消防相互応援協定」に基づ

き、成田市消防本部・消防団化学車 4台(含む三里塚消防署大型化学車)、ﾎﾟﾝﾌﾟ車

24 台、救助工作車１台、更に消連協参加消防機関により化学車 9 台、救助工作車

3 台の応援が可能。 

なお、事故発生時には、ﾊﾟｿｺﾝを使用した音声による一斉通報ｼｽﾃﾑで、関係機関

及び非番社員等の緊急招集を行い、最寄りの社員は、通報から 10 分以内での参

集が可能。 

 課 題   

1. 現行の消火体制に関する課題はない。 

2. 緊急活動計画として、成田国際空港における消火体制について、記述する必要

がある。 

 改善計画  

1. 空港内の消火救難車両及び要員の配置は、【別紙 12】「空港内緊急車輌及び

要員配置図」に示すとおり。 

2. 航空機事故発生後 3 分以内に、最も近い消防所・分遣所から所要の消火能力

を有する化学消防車が現場に到達し、消火に当たる。 

3. 他の消防所・分遣所からも化学消防車が事故現場に急行し、消火活動に当た

る(このため、事故が発生していない側の滑走路の消火能力が一時的に欠落

するため、同滑走路の消火能力の復旧まで航空機の運航を停止する)。 
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３．１．２  空港外事故の消火体制 

 現 状   

初動対応として、発災した管轄市町村の消防本部から初動対応として化学車・消

防車等が出動する。また、「成田国際空港消防相互応援協定」により 11 消防機関

から化学車及び消防車等が出動する。 

出動可能な化学消防車は 12 台(成田 4 台(三里塚・成田署大型化学 2 台含む)、

佐倉・八街・酒々井 2 台、山武 1 台、四街道 1 台、印西 1 台、富里 1 台、匝瑳・横

芝光 1 台、香取 1 台)。 

運航が一時的に片方の滑走路だけでも停止されれば NAA 化学車 1 台の応援が

可能。 

 課 題   

1. 空港外における航空機事故の場合は、地上家屋等に 2 次的な火災が発生する

可能性がある。 

2. 成田国際空港内と外での消防力において差がある。 

3. 事故現場へのｱｸｾｽには時間を要し、消火能力の投入にも制限がある。 

 改善計画  

1.空港外の化学消防車の配置は、【別紙 13】 「化学消防車の配置状況図」に示

すとおり。 

2. 人命救出のための消火活動を最優先して行なう。 

3. 市町村消防は航空機飛行直下の道路状況及び有効な水利状況の確認調査

を行う。特に事故発生確率が高いと想定される、着陸のための最終進入ｺｰｽ及

び離陸後の初期上昇ｺｰｽにあたる滑走路中心線を延長した地域においては、

水利として有効な河川等についても調査する。 

4. 調査結果については、消防連絡協議会事務局へ提出し一元化し、情報を共有

する。 

5. 空港外での航空機事故に対し、空港からの応援体制を整備する。 
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３．２３．２３．２３．２        救出体制救出体制救出体制救出体制 

３．２．１  空港内事故の救出体制 

 現 状   

火災制圧後、NAA 消防、空港周辺消防機関及び千葉県警察が合同で、航空機か

らの脱出者の誘導や航空機内残存者の救助を行う。 

成田市消防本部より救助工作車 1 台、消連協より救助工作車 3 台(佐倉・八街・

酒々井 1 台、山武 1 台、香取 1 台)が派遣される。 

 課 題   

1. 航空機内残存者を救出するまでの間の機体冷却継続 

2. 事故発生後、自力で脱出した搭乗者が機体の周囲に広く分散しているものと想

定され、搭乗者の更なる被害を防止し、かつ消火・救難活動を円滑に実行する

為には、いち早く被災者を避難・誘導させる必要があるが、現計画においては規

定されていない。 

 改善計画  

1. 事故現場へ出動した NAA 消防、NAA 警備、成田市消防及び警察は、自力脱出

した被災者が、消火・救難活動に出動した緊急車両により 2 次災害を受けない

よう、重症者及び中等症者は「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ（救出地点）」へ、軽症者及び無傷

者は「軽症・無傷者避難所」に誘導する。 

2. 機外へ脱出したが、危険区域内にあって、自力による歩行が困難な被災者は、

火災防護服を着用した NAA 消防及び成田市消防が危険区域の外まで搬送す

る。その後は NAA 警備、警察が「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ（救出地点）」まで搬送する。 

3. 火災が沈静化後、火災防護服を着用した NAA 消防及び成田市消防は、航空機

内及びその周辺の要救助者を捜索する。 

 

３．２．２  空港外事故の救出体制 

 現 状   

各市町村の防災計画による。 

 課 題   

1. 航空機内残存者を救出するまでの間の機体冷却継続―初期消火の開始には

空港内における消火より更に時間を要し、実効性に問題あることから有効な水

利を確保すべきである。 
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2. 事故発生後、自力で脱出した搭乗者が広く分散しているものと想定されるので、

搭乗者の更なる被害を防止し、かつ消火・救難活動を円滑に実行する為には、

いち早く被災者を避難・誘導させる必要があるが、現計画においては規定されて

いない。 

3. 航空機搭乗者に加え地元住民が被害を受ける場合も想定されるので、その対

策も必要。 

 改善計画  

1. 事故現場へ出動した自治体消防及び警察は、自力脱出した被災者並びに被災

した地元住民が、更なる被害を受けることを防止すると共に、消火・救難活動に

出動した緊急車両により 2 次災害を受けないよう、危険区域外の安全が確保さ

れる場所へ誘導する。その後、重症者及び中等症者は「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ（救出地

点）」へ、軽症者・無傷者は「軽症者・無傷者避難所」に誘導する。 

2. 機外へ脱出したが、危険区域内にあって、自力による歩行が困難な被災者は、

火災防護服を着用した自治体消防が危険区域の外まで搬送する。その後は消

防及び警察が「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ（救出地点）」まで搬送する。 

3. 火災沈静化後、火災防護服を着用した自治体消防は、航空機内及びその周辺

で要救助者を捜索する。 
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４．車両４．車両４．車両４．車両・・・・要員要員要員要員の事故現場の事故現場の事故現場の事故現場アクセスの確保アクセスの確保アクセスの確保アクセスの確保                                        

 現 状   

1. 現計画では、「空港への入場及び集合地点」として、次の計画となっている。 

（1） 空港において緊急事態が発生した場合、関係機関の空港への入場は、別図

第 4「緊急時における空港への入場位置図」に掲げるｹﾞｰﾄまたは緊急通用門

のいずれかとし、その場合の入場ｹﾞｰﾄ等については NAA が指定するものと

する。 

(2) 入場後の集合地点及び経路については、事故発生場所等を勘案し、NAA が

指定するものとする。 

2. また、NAA は「航空機災害発生時における緊急自動車等の空港入場及び誘導 

等に関する対応ﾏﾆｭｱﾙ」を作成している。その概要は次のとおりである。 

1. 目的（省略） 

2. 定義（省略） 

3. 緊急自動車及び医師等の入場及び誘導等 

(1) 警備員への指示 

ｱ （省略） 

ｲ ｹﾞｰﾄ及び警備所における緊急自動車、医師等の入場を円滑に行わせ 

る。 

ｳ 的確な案内誘導のため矢印案内板を設置するほか、案内誘導を行わ 

せる。 

ｴ 空港内医療機関の医師等の搬送を行わせる。 

ｵ 負傷者を搬送する救急車両等の迅速な退出路を確保させる。 

ｶ （省略） 

(2) 空港周辺自治体及び病院の救急自動車の案内誘導 

各入場ｹﾞｰﾄもしくは警備所別、緊急自動車の航空機災害現場への経路

及び案内誘導方法は、別表第 1「ｹﾞｰﾄ/警備所別緊急自動車等の入場

及び誘導」及び別図 1-1 から別図 1-6 の通りとする。 

(3) 緊急自動車によらない医師等の入場及び誘導 

ｱ 各入場ｹﾞｰﾄもしくは警備所別、緊急自動車によらない三郡医師会航

空対策協議会、三郡歯科医師会航空機災害対策協議会及び日本赤

十字社の医師等の入場及び仮設駐車場への案内誘導方法は、別表

第１「ｹﾞｰﾄ/警備所別緊急自動車等の入場及び誘導」及び別図 1-7

から別図 1-8 のとおりとする。 

ｲ 医師等の各仮設駐車場から災害現場周辺に設置する負傷者識別所

及び救護所までの搬送は、警備員により実施する。 
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ｳ 医師等の身分確認 

（省略） 

(4) 空港内医療機関医師等の搬送 

空港内医療機関医師等は別図第 2「空港内医療機関医師等待ち合

わせ場所に定める集合場所に集合し、警備員が搬送する。 

4. 負傷者の搬送ﾙｰﾄ 

負傷者を搬送する救急用自動車退出のためのｹﾞｰﾄ(警備所を含む)は、原

則として別表第 2「搬送病院別ｹﾞｰﾄ及び警備所」によるものとする。この場

合において、警務職員は、警備員に対し当該救急用自動車が速やかに

退出できるよう搬送ﾙｰﾄの確保等について指示するものとする。 

5. 退出 

（省略） 

 

４．１４．１４．１４．１        事故発生時の「指定入場ゲート・警備所」事故発生時の「指定入場ゲート・警備所」事故発生時の「指定入場ゲート・警備所」事故発生時の「指定入場ゲート・警備所」    

 課 題   

1. 現計画では、緊急時の入場ｹﾞｰﾄ等を予め複数用意し、「緊急事態が発生した場

合の入場ｹﾞｰﾄ等については NAA が指定する」としている。しかし、時間の切迫す

る中で多数の関係機関・関係者に対して「指定入場ｹﾞｰﾄを周知する」方法は現

実的でない。 

2. また、使用ｹﾞｰﾄを告げられた側(成田空港に精通していない医療関係者や自治

体消防)も、それによって当該ｹﾞｰﾄに参集することは現実には難しい。 

3. 従って、事故発生場所を A 滑走路、B 滑走路に分け、事故が発生した場合の入

場ｹﾞｰﾄ・警備所を予め決め、各関係機関または関係者毎に、事前に周知してお

く必要がある。 

4. 航空機を含め様々な障害物があり、慣れていない者にとって事故現場までの 

ﾙｰﾄ判別が難しいﾀｰﾐﾅﾙ側からのｱﾌﾟﾛｰﾁをできるだけ避ける必要がある。 

5. 従って、事故発生時の「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」としては、A 滑走路での事故の

場合西側(第 7 ｹﾞｰﾄ→第 5警備所及び第 6警備所)から、B滑走路での事故発生

の場合は東側(第 8 ｹﾞｰﾄ→第 11 警備所)からのｱﾌﾟﾛｰﾁを基本とすることが望ま

れる。 

6. また、このｱﾌﾟﾛｰﾁは、一般の車輌利用が多く、入場規制により渋滞が懸念され

る第 1、第 2、第 6 ｹﾞｰﾄを避けることができる、「緊急活動車輌専用ﾙｰﾄ」とするこ

とができるというﾒﾘｯﾄもある。 
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 改善計画  

1. 航空機事故発生時において、空港外部からの緊急活動車輌が制限区域内事故

現場へ進入するためのﾒｲﾝの入り口(「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」）を次の通りとし、

予め空港外部の関係機関に周知する。（【別紙 14】 「航空機事故発生時の『指

定入場ｹﾞｰﾄ・警備所』及びその他の入場ｹﾞｰﾄ・警備所」参照） 

① A 滑走路での事故の場合 

・ 第 7 ｹﾞｰﾄ→第 5 警備所 

・ 第 6 警備所 

② B 滑走路での事故発生の場合 

・ 第 8 ｹﾞｰﾄ→第 11 警備所 

 

４．２４．２４．２４．２        制限区域内の緊急活動車輌移動制限区域内の緊急活動車輌移動制限区域内の緊急活動車輌移動制限区域内の緊急活動車輌移動    

 課 題   

1. 現ﾏﾆｭｱﾙでは、自動車で駆けつけた医療関係者を仮設駐車場に集め、そこから

警備員による医師搬送車で事故現場までﾋﾟｽﾄﾝ輸送する「ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ型輸送」を原

則としている。 

2. しかしこの方法は、医師搬送車・警備員の数の限界を考えると、次々に駆けつ

けて来る医療関係者の現場到達時間を大幅に送らせることになり、事態の緊急

性を考慮すると問題がある。 

3. 自動車で駆けつけて来た医療関係者をそのまま、事故現場(滑走路またはその

周辺となる確率が大きい）まで連続して直接誘導する「ｴｽｶﾚｰﾀｰ型輸送」とする

ことが望ましい。 

 改善計画  

１. 「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」使用緊急活動車輌 

(【別紙 14】 「航空機事故発生時の『指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所』及びその他の入場ｹﾞ

ｰﾄ・警備所」参照) 

①「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」から制限区域に進入した緊急活動車輌は、まず場周

道路を走行し、適切な保安道路(場周道路と滑走路を連絡する道路)のある場

所で滑走路に進入し、事故現場付近にまで走行する。 

②場周道路から滑走路へ進入するための保安道路が明確となるよう、NAA は分

岐点に誘導看板や誘導警備員を配置する。 

③消防車・救急車等、それ自体が緊急活動に必要な車輌の場合は事故現場へ直

行する。 
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④それ以外の車輌の場合は、事故現場から適当に離れた位置に駐車し、消防

車・救急車等の緊急車両用の通路が適切に確保されるよう、警備員が誘導す

る。 

⑤緊急活動が終了した後の退出ﾙｰﾄは、進入ﾙｰﾄを逆に辿ることにより、再開す

る「誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ上の航空機の移動」に対する影響が無いようにする。警備員

はそのための誘導を行う。 

2. 「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」以外の警備所使用の緊急活動車輌 

①外部から来港し、「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」以外の警備所を使用して制限区域

に進入する、消防車・救急車等(それ自体が緊急活動に必要な車輌）について

は、誘導看板・誘導警備員配置により、事故現場に誘導する。 

②それ以外の車輌については、【別紙15】 「『指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所』以外の入場

ｹﾞｰﾄ・警備所及び仮設駐車場」に示す仮設駐車場に駐車し、警備員が搬送車

を利用して、医療関係者等を事故現場まで搬送する。 

 

４．３４．３４．３４．３        入場ゲート・警備所・アクセス道路通行の円滑化入場ゲート・警備所・アクセス道路通行の円滑化入場ゲート・警備所・アクセス道路通行の円滑化入場ゲート・警備所・アクセス道路通行の円滑化    

 課 題   

1. 空港周辺の地理に不案内な医療関係者・消防関係者が多数いるため、「指定入

場ｹﾞｰﾄ・警備所」に通じるｱｸｾｽ道路上の分岐点に、矢印看板・誘導警備員配

置し、緊急活動車輌を誘導する必要がある。 

2. 「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」以外のｹﾞｰﾄ・警備所から進入する緊急活動車輌につ

いては、入場ｹﾞｰﾄに専用ﾚｰﾝを設けて円滑な進入が可能なようにすると共に、制

限区域に入るための警備所または臨時駐車場への誘導を行うため、構内道路

上の分岐点に矢印看板・誘導警備員配置する必要がある。 

 改善計画  

1. NAA は、「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」に通じるｱｸｾｽ道路上の分岐点に、矢印看板・

誘導警備員を配置し、緊急活動車輌を誘導する。 

2. NAA は、「指定入場ｹﾞｰﾄ・警備所」以外のｹﾞｰﾄ・警備所から進入する緊急活動車

輌が円滑に通行できるよう、入場ｹﾞｰﾄに専用ﾚｰﾝを設けると共に、ｹﾞｰﾄから警備

所・臨時駐車場に至る構内道路上の分岐点に矢印看板・誘導警備員を配置して

誘導する。 
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４．４４．４４．４４．４        空港内医療関係者搬送の迅速化空港内医療関係者搬送の迅速化空港内医療関係者搬送の迅速化空港内医療関係者搬送の迅速化    

 課 題   

1. 空港内航空機事故の場合、空港内医療機関の医師・看護師は最も早く事故現

場に駆けつけることのできる場所におり、初期段階においてﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの役割

を担う医師も含まれている。 

2. 従って、可能な限り早く事故現場に搬送する必要があり、旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内の

「集合場所」を明確にし周知徹底する必要がある。 

3. また、医師等の搬送は制限区域内走行に熟練した警備員が行い、事故現場へ

の短絡ﾙｰﾄを使用して搬送する必要がある。 

 改善計画  

1. 空港内医療関係者(特にﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ登録医師)は、制限区域内運転許可を有

する者が運転する車輌に同乗して、可能な限り早急に事故現場に急行する。 

2. それができない空港内医療関係者については、【別紙 16】 「空港内医療関係者

待ち合わせ場所」に示す旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内「待ち合わせ場所」に可能な限り早

急に集合し、警備員は搬送車を使用して、事故現場に医療関係者を搬送する。 

 

４．４．４．４．５５５５        エプロンエプロンエプロンエプロン・誘導路・滑走路上の「緊急活動用通路」確保と管制との調整・誘導路・滑走路上の「緊急活動用通路」確保と管制との調整・誘導路・滑走路上の「緊急活動用通路」確保と管制との調整・誘導路・滑走路上の「緊急活動用通路」確保と管制との調整    

 現 状   

現計画では、ｴﾌﾟﾛﾝ・誘導路・滑走路上での緊急活動車輌用通路（緊急活動用通

路）の確保に関し、明確な記述がない。 

 課 題   

1. 空港内で航空機事故が発生した場合、緊急活動車輌の走行は航空機に優先さ

せる必要がある。 

2. このため、緊急活動車輌のｴﾌﾟﾛﾝ・誘導路・滑走路上走行の妨げとならないよ

う、管制官は直ちに、すべての航空機に対し、滑走路使用、誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ上の

走行、及びｽﾎﾟｯﾄｱｳﾄを停止するよう指示する必要がある。 

3. NAA は、誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ上で停止している航空機の位置を把握した上で、各警備

所から事故現場まで、可能な限り短い時間で、安全に到達できる通路(「緊急活

動用通路」)を確保し、誘導案内看板、誘導警備員を配置して、緊急活動車輌の

走行を誘導する必要がある。 

4. 消火救難活動が沈静化し、合同対策本部の確認の下に、誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ上の航

空機走行を開始する場合は、航空機の走行を車輌に優先させる必要がある。 
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5. このため、航空機走行再開の再開に当たっては、NAA は事前に「緊急活動用通

路」の使用を中止し、場周道路、ｴﾌﾟﾛﾝ内車輌通行路等、通常の通路の車輌走

行に戻す必要がある。 

6. また、誘導警備員を配置して、緊急活動に参加した車輌が誤って、「誘導路横

断」や「ｴﾌﾟﾛﾝ内誘導路の航空機走行を無視した横断」を行わないよう、誘導・監

視を行う必要がある。 

7. 合同対策本部の確認の下に、当該滑走路（航空機事故が発生した滑走路）以

外の滑走路の運用を再開するに当たっては、NAA は事前に、滑走路横断を行

わないよう関係機関に周知し、誤った滑走路横断が行われることの無いよう、

誘導警備員を配置して、監視・誘導を行う必要がある。 

 改善計画  

滑走路、誘導路、ｴﾌﾟﾛﾝ上での緊急活動車両と航空機間の安全を確保するため、

以下の対策を講ずる。 

1. 緊急活動を実施している時点では、緊急活動車輌の走行を航空機に優先し、管

制官は全ての航空機に対して、滑走路使用、誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ上の走行、及び 

ｽﾎﾟｯﾄｱｳﾄを停止するよう指示する。 

2. NAA は、誘導路・ｴﾌﾟﾛﾝ上での航空機の位置を考慮した上で、各警備所から事

故現場に至る、最短かつ安全な「緊急活動用通路」を確保し、誘導案内看板・誘

導警備員を配置して、緊急活動車輌を誘導する。 

3. 緊急活動が沈静化し、合同対策本部の確認の下に、航空機の地上走行を再開

する場合は、事前に「緊急活動用通路」の使用を廃止し、誤って使用する車輌が

発生することのないよう、誘導警備員を配置して監視・誘導を行う。 

4. 合同対策本部の確認の下に、当該滑走路（航空機事故発生滑走路）以外の滑

走路の運用を再開する場合は、NAA は滑走路横断の中止を関係機関に周知

し、誤って滑走路を横断する車輌が発生することのないよう、誘導警備員を配

置して、監視・誘導を行う。 
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５．救急医療・搬送５．救急医療・搬送５．救急医療・搬送５．救急医療・搬送                                             

    

５．１５．１５．１５．１        ドドドドクターコマンダークターコマンダークターコマンダークターコマンダー 

５．１．１  ドクターコマンダーの配置 

 現 状   

現計画の中には、災害時の医療活動を統括する指揮者(ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ)という概念

が含まれておらず、したがってﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは存在しない。 

 課 題   

合同対策本部および現場調整所のいずれも、各機関の代表者が横並びで参加と

いう形式になっており、指揮命令系統が不明瞭である。そのため、災害発生時の

最優先課題である被災者の救出・救命という目的を達成するためには煩雑な「調

整」を必要とし、短時間で効率的な救護活動を遂行することが困難になることが予

想される。被災者の救出・救命という目的を効率的に達成するためには、各機関の

枠にとらわれない、純粋に医療活動の視点からのみ緊急活動を俯瞰する指揮者

が必要である。 

 改善計画  

1. 災害医療に精通したﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ 1名を現場統制所に配置する。 

2. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは識別が容易となるよう専用ﾍﾞｽﾄを着用する。    

    

５．１．２  ドクターコマンダーの任務 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰが配置されないことにより、災害時に現場で医療活動を指揮する責

任者がおらず、医師を主体とした医療救護活動が迅速かつ円滑に行われない。 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは可能な限り早期に現場に到着し、医療救護活動を開始することが

要求される。 

 改善計画  

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは医療救護活動全般にわたる責任者であり、次項に述べる任務を果

たす。 
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1. 災害現場全体での医療救護活動に関する統括・指揮 

2. 医療ｽﾀｯﾌの適正な配備 

3. ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ、現場救護所、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症者・無傷者避難所におけ

る医療活動の把握および指揮 

 

５．１．３  ドクタ―コマンダー登録リスト及び優先順位 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

災害が発生してからﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰを決定するｼｽﾃﾑでは、医療救護活動を迅速に開

始することは不可能である。そのため、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ登録ﾘｽﾄにより事前に 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務を果たす事ができる医師を登録しておく。ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは可能

な限り早期に現場に到着し、医療救護活動を指揮する必要があるため、 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ登録ﾘｽﾄには複数名を指定し、その中で現場に最も早く到着した医師

がﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任に当たる。ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務を遂行するには高度な専門性

が要求されるため、登録ﾘｽﾄには優先順位をつけておき、上位者が到着した場合

は、その医師がﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務を引き継ぐ。 

 改善計画  

1. 事前に、以下の医療機関に所属する医師から、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰを登録する。その

優先順位は以下のとおりとする。 

① 成田赤十字病院および日本医科大学千葉北総病院医師（日本 DMAT 登録

医師） 

② 三郡医師会航空機対策協議会医師 

③ 空港ｸﾘﾆｯｸ医師 

④ 空港内産業医 

⑤ 空港検疫所医師 

2. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ登録医師の中で、現場に最も早く到着した医師がﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰとし

ての任務を行う。 

3. 登録ﾘｽﾄの上位者が現場に到着した場合は、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務を移管する。 
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５．１．４  医療チームの編成 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ単独では、多岐にわたる情報の収集や指示の周知徹底が困難であ

るため、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰに対して複数名の補佐を配置することが必要となる。補佐役

としては、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務を熟知している医師が望ましい。例えば先着医師か

ら後着医師にﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務が移管された場合、先着医師がそのまま補佐に

付く形が最良と考える。医師数の不足などによって医師を補佐として配置すること

が困難である場合は、看護師、救急救命士などを補佐として配置することがあって

もよい。 

 改善計画  

1. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは、現場に到着した医師、看護師、救急救命士の中からその任務

を補佐する 4～5名のｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰを指名する。 

2. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰは、ｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰとともに「医療統括ﾁｰﾑ」を編成し、ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ、

現場救護所、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症者・無傷者避難所における医療活動を展

開する。 

3. ｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰは、ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄ、現場救護所、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症者・無傷者 

避難所にそれぞれ配置され、職種に応じた活動を行うとともにこれを指揮する。 

4. ただし、ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽの乏しい発災直後の超急性期においては、ｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰの配

置に優先順位をつけることができる。 
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５．１．５  ドクターコマンダーの育成 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰとしての職務を果たすためには、医師であるだけでは不十分であり、

災害時の医療救護活動について精通していることが望まれる。ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰを務

められる医師を育成し登録ﾘｽﾄに挙げておくことで、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ不在の時間を短

縮し、適切な医療救護活動を迅速に開始できる。その目的を達成するためには、 

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務について、実践的に解説したﾏﾆｭｱﾙを作成し、将来その任に

着く可能性のある医師に事前に広く配布しておく必要がある。 

 改善計画  

1. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの任務について、実践的に解説したﾏﾆｭｱﾙを作成する。 

2. ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ登録医師に対し、研修会等の開催を通して、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰの育成

とｽｷﾙｱｯﾌﾟを図る。 

 

５．２  医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者    

５．２．１  医師の専門に応じた役割分担 

 現 状   

現計画では、「医師」という一分類となっており、各々の専門領域を考慮していな

い。 

 課 題   

専門領域を最大限生かした救護活動を行うために、「医師」を細分化することは必

要ではある。航空機事故を想定した場合、「外科系」、「内科系」、「精神科系」、「婦

人科系」、「小児科系」の 5 分類程度が妥当ではないかと考える。 

 改善計画  

1. 医師の現場救護所や搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄへの配置に際しては、専門領域を考慮

しつつ、これを行う。 

2. ただし、発災直後の超急性期の医療活動時には上記の限りではない。 
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５．２．２  医師役割登録リストの作成 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

各医師の専門領域をどのように決定し、災害時に役立つ形に整備しておくかが重

要である。医療救護活動に参加する予定の医師にｱﾝｹｰﾄを配布し、自身の専門分

野を決定してもらい、事前に「医師役割登録ﾘｽﾄ」を作成しておくことが有用と思わ

れる。ｱﾝｹｰﾄは 2～3 年に 1 度程度実施することが望ましい。なおｱﾝｹｰﾄの質問内

容については、別途検討する。 

 改善計画  

1. 医療救護活動可能医師の登録ﾘｽﾄを作成し、現場活動時の参考にする。 

2. ﾘｽﾄには、専門科、活動可能な役割を記載する。 

3. ﾘｽﾄは 3 年に 1 度更新する。 

 

５．２．３  医師役割別ベストの着用 

 現 状   

現計画では、医師用識別ﾍﾞｽﾄが 1 種類のみ規定されているが、役割別にはなって

いない。 

 課 題   

混乱した災害現場において一目で各医師の役割を識別でき、医療ﾁｰﾑ内における

指揮系統を明確にする必要がある。 

 改善計画  

ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ、ｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰの役割ごとに異なる配色の医師用ﾍﾞｽﾄをﾃﾞｻﾞｲﾝし、事

前に配布しておく。 
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５．３５．３５．３５．３        DMATDMATDMATDMAT 

５．３．１  DMAT の役割 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

現計画では、災害急性期に迅速に医療活動を展開するための専門的知識と技能

を持った医療者ﾁｰﾑの存在は想定されていない。そのため、災害現場における迅

速かつ適確な治療、搬送の実行が不安視される。千葉県では既に 15 ﾁｰﾑに及ぶ

DMAT の要請を行っており、本計画においても千葉県の保有する DMAT 機能を有

効活用すべきである。 

 改善計画  

1. DMAT は、自身の持つ専門性と機動性を活用し、本計画の想定する災害時の 

ﾄﾘｱｰｼﾞ・治療・搬送を含む医療活動全体に、ﾄﾞｸﾀｰｺﾏﾝﾀﾞｰ並びにｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰと

して参画する。 

2. 重症者の治療には、DMAT を中心とした人的・物的資源を投入し、これにあた

る。 

 

５．３．２  DMAT早期出動システム 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

DMAT の持つ能力を緊急時に活かすためには、迅速に災害現場に DMAT を投入

することが必要である。そのためには発災直後から DMAT 出動までの意志決定過

程を簡略化すること、DMAT の参集に関する関係機関の協力体制を確立すること

が必要である。具体的には、成田空港直近の DMAT 指定医療機関である成田赤

十字病院と日本医科大学千葉北総病院の DMAT がもっとも早期に現場に到着す

ることが可能であると推測されることから、この 2 施設に優先的に発災情報が伝達

されることが望まれる。 
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 改善計画  

1. ｸﾗｯｼｭﾌｫｰﾝによる発災情報は、NAA 消防ｾﾝﾀｰから最優先に直接、成田赤十字

病院と日本医科大学千葉北総病院の各救命救急ｾﾝﾀｰに伝える。 

2. 上記の 2 医療機関は、常時 DMAT の成田空港、およびその周辺地域への出動

が可能な体制をとる。 

3. 千葉県内の出動可能な DMAT は、千葉県 DMAT 運営要綱に基づき、ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ、

ﾄﾞｸﾀｰｶｰ、自施設または近隣消防の緊急車両等の手段を用いて成田空港、もし

くはその周辺地域の災害現場に参集する。 

4. 関係機関は、航空管制、車両通行、ｹﾞｰﾄ進入等の DMAT の参集に関するすべ

ての事項を最優先で許可する(DMAT 登録証の提示により車両・DMAT のｹﾞｰﾄ

通行を許可する)。 

    

５．４５．４５．４５．４        搬送先搬送先搬送先搬送先医療機関医療機関医療機関医療機関と搬送手段と搬送手段と搬送手段と搬送手段 

５．４．１  重症・中等症者搬送先医療機関の把握（夜間・休日を含む） 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

現計画の中には、負傷者、特に重症・中等症者の現場からの‘evacuation’につい

ての記載が存在しない。本計画の最終的な目標は、彼らを迅速かつ安全に医療

機関へ搬送することであるため、この部分に関して何らかの手段を講じておく必要

があると考えられる。具体的には、重症・中等症者搬送先医療機関のﾘｽﾄを事前

に作成し、関係機関が共有することが求められる。 

この際、一部の災害拠点病院等を除いて、各医療機関が恒常的に発災を想定した

受け入れ準備を行うことは現実的ではないため、実災害時にはﾘｽﾄの存在を前提

に受け入れ調整の作業を行うことが必要となると予測される。ただし、夜間・休日の

ﾏﾝﾊﾟﾜｰの乏しい時間帯において、この作業を実行することは困難であると推察さ

れる。従って、夜間・休日の場合にあっては事前に作成したﾘｽﾄをもとに搬送先医

療機関の選定にあたることとなる。 

 改善計画  

1. 千葉県は、事前に重症・中等症者搬送先医療機関のﾘｽﾄ（ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄ）を作成して

おく 
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2. 千葉県は、ﾛﾝｸﾞﾘｽﾄに基づき受け入れ可能な搬送先医療機関の選定を行い 

(ｼｮｰﾄﾘｽﾄの作成）、合同対策本部にその情報を送る。 

3. 夜間・休日にあっては、現場統制所がﾛﾝｸﾞﾘｽﾄに基づき、搬送先医療機関の選

定（ｼｮｰﾄﾘｽﾄの作成）を行う。 

 

５．４．２  搬送先医療機関への搬送コントロール 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

災害時には、救護ｴﾘｱの負傷者を医療機関へと搬送する過程が‘bottleneck’とな

る可能性が大きく、この作業を迅速に実施できるか否かが計画の時間目標の達

成を左右する。現計画の中には、この最も重要な課題に対する具体的行動目標が

定められていないために、毎年の訓練においてもその主眼におかれていない。 

‘Bottleneck’となる原因は、現場において負傷者の搬送に関わる種々の情報が

関係機関ごとに散乱・錯綜し、一元化管理できない点にあると思われる。これらの

情報を「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」に集積し、責任者の権限のもとに負傷者の搬送先とそ

の優先順位を決定するｼｽﾃﾑの確立が重要である。 

 改善計画  

1. 救護所と搬送地点との間に「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」を設置する。(【別紙 10】 「標

準的緊急配置図」及び【別紙 11】 ｢傷病者の流れ」参照) 

2. 「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」に、 

（1）負傷者数と病態の緊急度・重症度、 

（2）搬送手段の供給、 

（3）搬送先医療機関の状況、 

の 3 つの情報を集積し一元化管理する。 

3. 「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」に配置される「ｻﾌﾞｺﾏﾝﾀﾞｰ」は、負傷者の搬送先とその優

先順位、及び搬送方法を決定し、そのために必要な権限を有する。 

4. 関係機関は、「搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ」の任務が円滑に実行されるために、必要な

協力を優先的に行う。 
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５．４．３  重症・中等症者の搬送能力 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

発災した管轄市町村の消防本部から初動対応として救急車等が出動する。また、

成田国際空港近隣市町村が、「成田国際空港消防相互応援協定」を締結してお

り、これにより 11 消防機関から救急車等が出動する。 

稼動可能な救急車は 23 台(ＮＡＡ2 台、成田 9 台、佐倉・八街・酒々井 2 台、山武

2 台、四街道 1 台、印西 1 台、富里 1 台、匝瑳・横芝光 2 台、香取 2 台、栄 1 台) 

 課 題   

負傷者を現場から医療機関へと搬送する手段とその量を、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄは

経時的に把握しておかなければならない。この情報は、搬送先医療機関の選定作

業と同時に発災後できるだけ早期から収集されなければ、必要なときに必要な搬

送ﾂｰﾙが無いという事態を招くことにつながる。現計画の中には、この最も重要な

課題に対する具体的行動目標が定められていないために、毎年の訓練においても

十分な訓練は行なわれていないのが現状である。 

搬送手段は、消防組織の所有する救急車が主体となるが、これに各機関の 

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ、消防・防災ﾍﾘ、自衛隊ﾍﾘ等）が加わることが想定される。ただ

し、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの出動にあっては救急車による搬送に比して迅速性、広域性に優れて

いる反面、時間的制約や天候に影響される場合が存在するため、恒常的な搬送手

段としての確実性に欠ける点が問題である。これらの搬送手段を発災後どの位の

時間内で、どの程度確保できるかを日常的に検討することが求められる。 

 改善計画  

1. 事故発生後直ちに、十分な数の救急車を確保するために、当該消防機関は

「成田国際空港消防連絡協議会」加盟消防機関へ、速やかに連絡する。 

2. 関係機関は、現場統制所あるいは合同対策本部からの連絡により、救急車以

外の緊急車両を負傷者の搬送に供する。 

3. 関係機関は、航空管制、車両通行、ｹﾞｰﾄ進入等の負傷者の搬送に関するすべ

ての事項を最優先で許可する。 

4. 合同対策本部、現場統制所、DMAT、消防機関は、各機関のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ 

（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ、消防・防災ﾍﾘ、自衛隊ﾍﾘ等）の出動要請を迅速に判断する(この際

に、出動要請者または機関が事後に‘空振り’要請を非難されない)。 

5. CAB 管制所は、緊急ﾍﾘの航空管制を一元化して行い、負傷者への医療提供上

の要求には最優先で対応する。 
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6. 緊急ﾍﾘの離発着場の設定は、事故現場にできる限り近接した、負傷者の搬送

に負担のかからない地点を選定する。 

7. 関係機関は、緊急ﾍﾘの給油に関して最優先で対応する。 

    

５．５５．５５．５５．５        トリアージトリアージトリアージトリアージ/ID/ID/ID/ID タグタグタグタグ    

５．５．１  使用トリアージ/ID タグ 

 現 状   

現計画では、使用するﾄﾘｱｰｼﾞのためのﾀｸﾞの種類についての規定はない。 

 課 題   

傷病者が多数発生した場合、複数の救急医療ﾁｰﾑがﾄﾘｱｰｼﾞを実施することとな

るが、各ﾁｰﾑが異なったﾀｸﾞを使用すれば情報の過不足など混乱を招く。航空機

事故災害における緊急事態を想定し、その上に立って必要不可欠な情報を選択

し、迅速に記載できるように工夫した共通ﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞを新たに作成、すべての関係

者に事前配布しておくことが最善である。さらに航空機事故災害における 

ﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞには、被災者への治療の優先順位を決定する目的の他に、被災者のＩＤ

を識別する機能もあることを認識しなければならない。そのためにﾀｸﾞの名称を 

「ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞ」として、その目的・機能が明確になるような名称を用いるのがよ

い。 

しかし、ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞのﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを新たに作成し、航空機災害に関係するであろ

うすべての関係者に配布しておくことはｺｽﾄの問題などから現実的でないことから、

現在ほぼすべての機関で使用されている「標準化されたﾀｸﾞ」を使用し、一方で可及

的速やかに、関係機関共通のﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを作成し、関係機関に配布しておくこ

とが望まれる。 

 改善計画  

1. 航空機事故災害時に使用するﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞは、被災者への治療の優先順位

決定と被災者のＩＤを識別する機能を有するものとする。 

2. 航空機事故災害時には、予め準備する共通のﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを用いる。 
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５．５．２  トリアージ/ID タグのｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ管理 

 現 状   

現計画では言及されていない。 

 課 題   

事前にｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰを記載していない場合の問題点は、大きく 2 点である。 

① ﾅﾝﾊﾞｰを記入する行為により、現場での活動時間を浪費する恐れがある。 

② 多数のﾄﾘｱｰｼﾞｵﾌｨｻｰ各々が、別々にﾅﾝﾊﾞｰを記入することにより、同一ﾅﾝﾊﾞｰ

のﾀｸﾞが複数作成されてしまう可能性があり、傷病者数の確定や個人の同定の

際に支障が生じる危険性が高い。 

従って、現行のﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸを使用する場合にはﾙｰﾙを定め、事前にすべてのﾀｸﾞに 

ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰを記載しておくのが良い。例えば、成田消防のﾀｸﾞには「成消—0001, 

0002, ・・・」、NAA のﾀｸﾞには「NA—0001, 0002, ・・・」のように事前に記載しておけ

ば、そのﾅﾝﾊﾞｰのﾀｸﾞは唯一無二となり、後の混乱を回避しうる。なお、予め 

ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰを印刷した共通のﾄﾘｱｰｼﾞ/ＩＤﾀｸﾞが導入された場合には本課題は解決

される。 

また、破損したために使用しなかった、あるいは未使用に終わったﾀｸﾞは廃棄せず

必ず回収し、欠番が生じたことを後に確認できるようにしなくてはならない。さもなけ

れば、傷病者数の確定が困難となる。 

 改善計画  

1. 現行のﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞを使用する場合には、関係機関の使用するﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞは、予

め、「所属機関」と「通し番号」を記載しておく。 

（例：成田消防のﾀｸﾞは「成消—0001, 0002, ・・・」、NAA のﾀｸﾞは「NA—0001, 

0002, ・・・」など） 

2. 破損等による未使用のﾀｸﾞは、欠番が生じたことを後に確認できるよう廃棄せ

ず、必ず回収する。 
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５．５．３  被災者特徴チェックリスト付きタグ 

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

意識ﾚﾍﾞﾙの低下した被災者の場合や、言葉によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが不可能な被災者

の場合、ﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞ上に姓名、年齢、住所など個人の同定に必要な情報が欠落す

るので、頭髪、目、人種等の必要な情報をﾁｪｯｸﾏｰｸで簡単に記入できるようにすべ

きである。 

共通のﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを導入するまでの間は、ｺﾞﾑ印を作成しﾀｸﾞの裏面にｽﾀﾝﾌﾟし

ておけば実用可能と考えられる。なお、予めこれらの項目を印刷した共通の 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞが導入された場合には本課題は解決される。 

 改善計画  

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞに、個人同定の一助となる身体的特徴を記載する以下の欄をﾀｸﾞ上

に設ける。 頭髪： □黒  □白  □茶  □その他、 目：  □黒  □茶  □青  □その他、 人種： □White  □Black  □Asian  □その他 
 

５．５．４  トリアージ/ID タグの取り付け 

 現 状   

現計画では言及されていない。 

 課 題   

災害発生後、可及的早期に現場周辺を隔離し、被災者をﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄに誘導する

必要があるが、被災者のうち無傷者や歩行可能な有傷者は、災害発生後 

ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄを経由せず自力で避難することがあり、ﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞを取り付けられな

い可能性がある。その場合、被災者の総数や各々の状態についての正確な把握

が困難となる。共通のﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞは、緊急に治療・搬送を必要とする被災者の

選別のためだけではなく、被災者管理の観点から取り付けられるものであり、「有

傷者」のみならず「全被災者」がその対象となることを、緊急活動計画の中に明記

すべきである。 
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 改善計画  

1. ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの取り付けは、被災者すべてを対象とする。 

2. 関係機関は、原則としてすべての被災者がﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄを通過するよう対応す

る。 

3. ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄを通過しなかった軽症者・無傷者に対しては、軽症者・無傷者待機

所においてﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを取り付ける(【別紙 17】 「ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの取り付けと

記載」参照)。 

4. 直接、遺体仮安置所に搬送された被災者には、同所においてﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを取

り付ける(【別紙 17】 「ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの取り付けと記載」参照)。 

 

５．５．５  トリアージ/ID タグの記載 

 現 状   

現計画では言及されていない。 

 課 題   

迅速なﾄﾘｱｰｼﾞを目指すあまりﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞへの記載が不十分であり、後の 

搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄにおいて搬送先の決定や管理簿の作成に大きな支障を来して

いることが、これまでの訓練にもしばしば見受けられる。 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞには、病院で正式なｶﾙﾃが作成されるまでの間、ｶﾙﾃと同様の機能

を持たせなくてはならない。従って、姓名、年齢、住所などの個人情報だけでなく、

被災者個々の身体的精神的状態について可能な限り記載すべきである。とくに、

「黒ﾀｸﾞ」の判定に関しては、判定者名、判定時刻、判定根拠などを詳細に記載して

おくことにより、遺族への適切なｸﾞﾘｰﾌｹｱが可能になる。 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞへの記載は病院に収容されるまでのどの段階でもかまわないが、 

ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄや搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄでは時間的猶予がないため、主として救護所や

軽症者・無傷者待機所で記載を行うのが妥当と考える。さらに「搬送先」について

は、病院収容後の被災者の状態などを追跡するために不可欠の、非常に重要な

項目であるので、搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄにおいて必ず記入されなければならない。 

 改善計画  

1. ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞは災害時の「ｶﾙﾃ」であり、その記載は過不足なく行う。 

2. ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの記載は、被災者が搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症者・無傷者待機所、

もしくは遺体仮安置所を離れるまでの間に完了する(【別紙 17】 ｢ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの

取り付けと記載」】参照)。 
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５．５．６  トリアージ/ID タグの回収と管理 

 現 状   

現計画では言及されていない。 

 課 題   

後の搭乗者名簿との照合作業において、ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを確実に管理する必要は

ことさら大きい。たとえ完璧に記入・作成されたﾀｸﾞであっても、事前に定められてい

ない複数の場所で管理されれば情報収集が遅滞し、また不正確となりやすくその

価値は半減する。被災者に関する情報(その総数、個々の身体状況、搬送先など)

はすべてﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞに依存することから、それらの情報を迅速かつ有効に利用

するためには、管理簿などを作成し一元的に管理する手段を講じなければならな

い。 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞを一元的に管理するのに最も適した場所は、現場統制所および合

同対策本部である。重症者及び中等症者については搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症者

及び無傷者については軽症者・無傷者避難所、そして黒ﾀｸﾞの被災者については

遺体仮安置所に、それぞれ記入が終了したﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの１枚目（災害現場用）

が残される。これらのﾀｸﾞを確実に現場統制所に集積することを怠ってはならない。 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの 2枚目(搬送機関用)は、救急搬送の対象となった被災者では消防

機関が、軽症者・無傷者では軽症者・無傷者一時待機所(ﾊﾞｽｹﾞｰﾄ)にて当該航空

会社が、遺体仮安置所では警察がそれぞれ回収し、合同対策本部へ集積する。3

枚目(収容医療機関用)は、医療機関がｶﾙﾃに添付・保管し、軽症者・無傷者では被

災者個人が、遺体安置所では警察がそれぞれ保管する。これらは被災事実の証

明書として機能することを 4 ヵ国語で予め記載しておく。 

 改善計画  

1. 搬送ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ、軽症者・無傷者待機所、遺体仮安置所における 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞは、現場統制所/合同対策本部に集積し、一元管理を行う 

（【別紙 18】 ｢ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞ｣、 

【別紙 19】 「ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの流れ(災害現場用：1 枚目)」、 

【別紙 20】 「ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの流れ(搬送機関用：2 枚目)」、 

【別紙 21】 「ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの流れ(収容医療機関用：3 枚目)」参照)。 

2. ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞには、ﾀｸﾞが被災事実証明書となる旨を 4 ヵ国語（日本語、英語、

中国語、韓国語）で明示しておく。 
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５．６５．６５．６５．６        搭乗者への案内搭乗者への案内搭乗者への案内搭乗者への案内    

５．６．１  搭乗者への案内文の作成と配布 

 現 状   

現計画では、被災直後に避難した搭乗者に、救護活動の見通し注意事項に関する

案内文を配布する予定はない。 

 課 題   

搭乗機より避難した被災者は興奮し冷静に対応することが困難であり、また、その

後にどのような行動を取るべきかがわからない状況にあることが予想される。無用

な混乱を回避し冷静な行動を促すためには、発災後できる限り早期に、救護活動

の見通しを知らせ、ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞの取り扱いなどの注意事項を周知することが肝

要である。 

 改善計画  

1. 発災後速やかに、軽症者及び無傷者に対し、軽症者・無傷者避難所で【別紙

22】 ｢搭乗者への案内」を配布する。 
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６．遺体・遺族への対応６．遺体・遺族への対応６．遺体・遺族への対応６．遺体・遺族への対応                                                                                                                                                     

    

６．１６．１６．１６．１        遺体の搬送遺体の搬送遺体の搬送遺体の搬送    

 現 状   

現計画では、搬送については何ら規定されていない。 

 課 題   

検視活動の一環として、基本的に警察機関が対応するものと考えられるが、当該

航空会社、NAA としてもこれに協力する必要がある。 

 改善計画  

1. 遺体の収容及び遺体仮安置所への搬送は、警察、消防、自衛隊等の関係機

関が行う。 

2. 遺体仮安置所から遺体安置所への搬送は、千葉県警察（県警本部、空警隊、

空港署）が主として実施する。    

3. ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄで黒ﾀｸﾞと判定された被災者は、遺体仮安置所に搬送する。 

4. 明らかに社会死と判断される被災者は、事故現場より直接遺体仮安置所へ搬

送し、遺体仮安置所で被災者管理の観点から黒ﾀｸﾞをつける。 

    

６．２６．２６．２６．２        遺体の安置場所遺体の安置場所遺体の安置場所遺体の安置場所    

 現 状   

現計画では、「当該航空会社が、警察、成田市及び NAA と協議のうえ、遺体仮安

置所を設置するものとする」、「航空会社は、空港における緊急事態に備え、警察

及びNAAと協議のうえ、あらかじめ遺体仮安置所ﾘｽﾄを作成しておくものとする」と

されている。 

また、千葉県地域防災計画では、第 6節 航空機災害対策計画 3 応急対策計画 

(2)応急対策(ｵ)死体の収容で、「成田国際空港区域内の場合は、当該航空運送 

事業者が成田市及び成田国際空港㈱と協議の上、空港以外の場合には原則とし 

て災害地市町村が、死体一時保存所、検案場所を設置し、収容するものとする」 

と規定している。 
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 課 題   

航空機事故消火救難総合訓練の際には、ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝﾊﾝｶﾞｰを仮安置所として

使用しており、警察、歯科医師会等による検視、身元確認作業が行われている

が、当該場所での遺族等との面会は不適当と思料され、遺族等との接遇面を配

慮した安置所の設定が不可欠である。 

 改善計画  

1. 空港内事故の場合、ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝﾊﾝｶﾞｰを仮安置所、空警隊 D 隊舎会議室を安

置所とする。 

2. 空港外事故の場合を以下の条件を考慮し、自治体と調整のうえ、地域防災計画

等に準じた遺体安置所を選定する。 

(1) 現場から可能な限り近いこと 

(2) 遺体修復作業に必要な電気、水道が確保できること 

(3) 関係者のｱｸｾｽが容易なこと 

(4) 部外者を遮断できること 

 

６．３６．３６．３６．３        遺体の身元確認遺体の身元確認遺体の身元確認遺体の身元確認    

 現 状   

現計画では、 

1. 当該航空会社は、空港において緊急事態が発生し、遺体仮安置所を設置した

場合は、担当者を配置するものとする。 

2. 遺体仮安置所における担当者の任務 

・ 警察等が行う検視等の支援 

・ 当該安置所における遺族等の接遇 

・ 検視後における遺体の安置及び搬送等 

と規定されているが、遺体の身元確認については何ら規定されていない。 

 課 題   

検視活動の一環として、基本的に警察機関及び歯科医師会が対応するものと考

えられるが、特に航空機事故の場合には、外国人搭乗者等も多数含まれると思

料されることから、当該航空会社、NAA としても遺族等への対応の際に通訳等の

業務において、これに協力する必要がある。 
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 改善計画  

1. 「検視及び身元確認」は、医師及び歯科医師の協力を得て、警察が行う。 

2. 外国人被災者の場合は、警察が当該国駐日外交機関の協力を得て、身元確

認を行う。 

 

６．４６．４６．４６．４        遺体の引渡し遺体の引渡し遺体の引渡し遺体の引渡し    

 現 状   

現計画では、遺体の引渡しについては何ら規定されていない。 

警察活動における遺体の遺族への引渡しは、「死体取扱規則」に規定されてお

り、遺体は金品等所持品と一緒に引渡すこと、警察手続きとして引取書を徴する

こととされていることから、警察が直接遺族へ引渡す必要性がある。 

 課 題   

検視活動の一環として、基本的に警察機関が対応するものと考えられるが、特に

航空機事故の場合には、外国人搭乗者等も多数含まれると思料されることから、

当該航空会社、NAA としても遺族等への対応の際に通訳等の業務において、こ

れに協力する必要がある。 

 改善計画  

1. 遺族への遺体の引渡しは、警察が行う。 

2. 当該航空会社は遺体の引渡しに立会い、以降、遺族への支援を行う。 
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６．５６．５６．５６．５        DMORTDMORTDMORTDMORT、あるいはそれに準じた活動、あるいはそれに準じた活動、あるいはそれに準じた活動、あるいはそれに準じた活動    

 現 状   

現計画では記載なし。 

 課 題   

「災害時遺族・遺体対応派遣ﾁｰﾑ」、DMORT(Disaster Mortuary Operational  

Response Team)は、医師（精神科医）、看護師、検視官、法医学者、歯科医、葬

儀技術者、DNA 技術者からなり、災害現場や遺体安置所に急行し、現在の検視

活動に加え、遺体の識別や修復、遺族への連絡とこころのｹｱなどを行なうもので

ある。現在、わが国においても DMORT の必要性に注目が集まっており、今後、実

災害現場においての活動もみられることが期待される。 

本計画では、遺体への検視活動は警察並びに歯科医師会が実施するが、これら

に加えて、医師（精神科医）、看護師、法医学者、葬儀技術者、DNA 技術者、聖職

者なども同時に遺族・遺体対応に加わることが望ましい。 

本報告書においては、DMORT の活用について記載しておくことにより、将来、欧

米並みの対応が可能になるような DMORT の構築を促したい。 

ただし、DMORT が DMAT のように制度化されるまでにはまだ多くの時間を要する

ため、本報告書での改善計画からは除くこととする。 

将来 DMORT が構築された段階で緊急活動計画に盛り込むべき内容は以下のと

おり。 

1. 合同対策本部は、発災後可及的速やかに DMORT の出動要請を検討する。 

2. DMORT は、警察並びに歯科医師会と必要に応じて連絡を取り合えるｼｽﾃﾑを構

築する。 

4. 関係機関は、DMORT やそれに準ずる医療者、検視官、法医学者、聖職者等の

災害現場等への参集に際して、航空管制、車両通行、ｹﾞｰﾄ進入等を優先的に許

可する。 

5. 関係機関は、遺体・遺族対策の一環として、遺体・遺族がﾒﾃﾞｨｱの不当な接触か

ら保護されるよう、必要な手段を講じる。 

 改善計画  

現段階では DMORT については計画に入れない。 
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７．軽症者・無傷者・家族等への対応７．軽症者・無傷者・家族等への対応７．軽症者・無傷者・家族等への対応７．軽症者・無傷者・家族等への対応                                                                                                                     

    

７．１７．１７．１７．１        軽症者・無傷者のケア軽症者・無傷者のケア軽症者・無傷者のケア軽症者・無傷者のケア    

 現 状   

現計画では、当該航空会社の役割として、「被災者一時収容場所」の設置の記

載。その役割として以下を記載。 

（ｱ）現場避難所から輸送されてきた被災者（軽症者・無傷者を想定）の一時収容

及び接遇 

（ｲ）被災者の負傷の有無の確認及び処置 

（ｳ）被災者名簿の作成となっている。 

また、別冊付録において、その設置場所と補足事項の記述がある。 

 課 題   

軽症・無傷者のｹｱをする主体が当該航空会社であることは当然ではあるが、一時

収容場所への医師の配置を含めた、さらに詳しい記述が必要と思われる。また、収

容、確認が取れた後の、家族や出迎え者との合流場所への誘導を含めた動線に

関しての計画がない。また、ﾏｽﾒﾃﾞｨｱからの隔離に関しても計画がない。    

 改善計画  

1. 空港内事故の場合、第 1旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙにおいては 28番ﾊﾞｽｹﾞｰﾄ、第 2旅客 

ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙにおいては 70番ﾊﾞｽｹﾞｰﾄを「被災者一時待機所」に指定する。 

2. 軽症者・無傷者は「ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾝﾄ」で必ずﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞをつけ、現場の「軽症 

者・無傷者避難所」へ移動する。「軽症者・無傷者避難所」へ直接誘導された被

災者については、「軽症者・無傷者避難所」においてﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞをつける。 

ﾄﾘｱｰｼﾞ/ID ﾀｸﾞには、入手可能な情報を記載する。 

3. 軽症者・無傷者には【別紙 22】 「搭乗者への案内」をあらかじめ 4ヶ国語以上で

準備しておき、配布する。 

4. その後可及的速やかに「被災者一時待機所」へ輸送し、【別紙 23】 「乗客登録

用紙」若しくは当該航空会社が指定する方法で、搭乗者の身元を確認すると共

に、旅客の希望に応じて、その後の対応を手配する。 

5. 「被災者一時待機所」においては、必要に応じ軽度の医療処置及び被災者の

精神的安定が図られる対応を準備する。 

6. ﾄﾘｱｰｼﾞﾎﾟｲﾝﾄで軽症若しくは無傷と判定された場合においても、その後容態が

悪化する場合、精神的ｼｮｯｸにより治療を必要とする場合がありえるので、「被

災者一時待機所」からも、必要に応じ病院へ搬送できる体制を整備する。 
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7. 「被災者一時待機所」には被災者の求めに応じられるよう、軽食及び飲料を準

備する。 

8. 空港内の「近親者ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾃﾞｽｸ」で申し出があった近親者と情報が一致する場

合は、TV電話等で相互の連絡、安否確認が行える体制を整備する。 

9. 空港近傍のﾎﾃﾙを、当該航空会社乗員及び本社からの応援派遣員が使用す

るﾎﾃﾙとは別に確保する。 

10. CIQの協力を得て入国手続き(可能であれば事後手続き)を行い、被災者を 

ﾎﾃﾙへ輸送する。 

11. 被災者と近親者との面会はﾎﾃﾙにて行う。 

12. 「被災者一時待機所」からﾎﾃﾙへの経路及びﾎﾃﾙにおいては、警備員を配置

し、被災者の意思に反しﾏｽﾒﾃﾞｨｱから不当な接触を受けることのないようにす

る。    

    

７．２７．２７．２７．２        被災者家族への対応被災者家族への対応被災者家族への対応被災者家族への対応    

 現 状   

現計画では当該航空会社の任務として以下の記載 

・被災者の近親者への通知手配 

・被災者及び近親者の接遇 

・被災者及び関係者等の輸送 

・その他被災者等及び遺族に関する事項の処理 

 課 題   

1. 空港につめかけている家族に対応する場所等の記述が、緊急活動計画本文

にはなく、付録に記載されているのみ。 

2. 被災者の近親者への通知手配ということで、当該航空会社の役割として記述

されているが、死亡者については警察から通知するが、負傷者等については当

該航空会社から連絡するなど対応が異なるので、その点に関しても記述が必

要。 

3. 被災者及び関係者等の輸送という点に関しても、動線や被災者と家族の再会

場所について言及されていない。 

4. ﾏｽﾒﾃﾞｨｱとの隔離に関しても言及がない。 
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 改善計画  

1. 被災者の近親者への通知に関しては、ｹｰｽごとに分けた通知主体を明示する。 

① 負傷者及び無傷者の場合は、当該航空会社のｺｰﾙｾﾝﾀｰから近親者へ通知

する。 

② 死亡者の場合は、一義的に警察から近親者へ通知するが、可及的速やかに

航空会社からも連絡する。 

2. 当該航空会社は、ｺｰﾙｾﾝﾀｰにおいて近親者への通報及び問い合わせに応ず

るが、空港にいる、若しくは空港に到着した家族等については「近親者ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

ﾃﾞｽｸ」を設置し、対象となる被災者氏名、被災者との関係、連絡先を確認すると

ともに、その希望に応じ必要な手配を行う。 

3. 重症者、中等症者、軽症者、無傷者、死亡者は、「搭乗者状態ﾘｽﾄ」に基づき、

被災者の家族が被災者と、できる限り早く再会できるよう手配する。 

4. ｢被災者一時待機所｣に収容された軽症者、無傷者との情報が一致する場合に

は TV電話等で直接安否が確認できるよう手配する。 

5. 軽症、無傷の被災者の家族等を被災者との再会のためﾎﾃﾙへ案内する。 

6. 身元不明者の家族等、その後の対応が必要な家族等をﾎﾃﾙへ案内する。 

7. 被災者の家族、知人についても、必要な場所に警備員を配置し、ﾒﾃﾞｨｱから隔

離する。 

 

７．３７．３７．３７．３        ＰＴＳＤ対策ＰＴＳＤ対策ＰＴＳＤ対策ＰＴＳＤ対策    

 現 状   

現計画では記載なし。 

 課 題   

災害医療についての関心が高まるにつれ、身体的損傷に対する医療の提供だけ

でなく、被災者ならびにその家族への精神的ﾀﾞﾒｰｼﾞに対しても医療を提供しなけ

ればならないという認識が大きくなっている。航空機災害という極めて非日常的で

衝撃的な経験をした被災者やその家族に対して、またその救護活動に従事した

関係者に対しても、可及的早期に精神的心理的ｻﾎﾟｰﾄを実施するﾁｰﾑを現場に

派遣し PTSD への対応を行うことも、本計画の中でも規定しておくべき重要事項で

あると思われる。 
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 改善計画  

1. 合同対策本部は、発災後可及的速やかに PTSD への対応に必要な以下のよう

な手段を講じる。 

2. 関係機関は、PTSD 対応のための医療者（精神科医、心療内科医、看護師な

ど）、聖職者等の災害現場等への参集に際して、航空管制、車両通行、ｹﾞｰﾄ進

入等を優先的に許可しなければならない。 

3. 関係機関は、PTSD 対策の一環として、被災者ならびにその家族がﾒﾃﾞｨｱの不当

な接触から保護されるよう、必要な手段を講じなければならない。 

4. 合同対策本部は、「被災者一時待機所」に近接したｴﾘｱに、個別面談が可能な部

屋を確保し、「日本赤十字社-こころのｹｱﾁｰﾑ」等が被災者およびその家族への

対応を実施できる環境を整備する。 

5. 「こころのｹｱﾁｰﾑ」等は、被災者およびその家族が現場を離脱した後に、救護活

動に従事した関係者のうち、自身で必要と判断するか、あるいは周囲が必要と

判断した者に対しても、PTSD 対応のためのﾃﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞを実施する。 

6. 発災翌日以降は、救護活動に参画した各所属ごとに「PTSD 対応責任者」を定め、

救護活動参加者の精神的心理的状態をﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟする。 
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８．８．８．８．航空会社航空会社航空会社航空会社                                                                                                                                                                                     

    

８．１８．１８．１８．１        当該航空会社当該航空会社当該航空会社当該航空会社の緊急体制の緊急体制の緊急体制の緊急体制    

 現 状   

当該航空会社のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを統括する組織は 24 時間体制で稼動しており、事故が

発生すると直ちに、緊急対策本部が立ち上げられ活動を開始する。 

事故発生現場に対しても、応援要員が派遣され、48 時間以内には現地で活動出

来る体制が整備される。 

本社からの応援体制が整う迄の間、現計画では、当該航空会社以外の航空会社

が成田国際空港救難協力隊として支援を行うと規定。    

 課 題   

1. 事故が発生した場合、当該航空会社は 

①自社緊急対策組織を発動させるための本社運航ｾﾝﾀｰとの連絡・調整 

②合同対策本部･現場統制所・現場での被災者対応に要員を派遣する等々の

空港緊急計画に基づき対応する関係機関と連携しての対応 

③旅客ﾀｰﾐﾅﾙにおいて当該便搭乗旅客の家族・知人への対応 

④その他の運航便旅客に対する対応 

を同時平行して行なう必要があるので、当該航空会社が果たすべき業務量は、

飛躍的に増加する。 

2. 通常は運航維持に必要な最小限の人員が配置されているので、付加的な業務

量増大に対応するには、要員の呼び出しを行っても時間を要する。 

3. 航空会社間の初期段階での支援はｱﾗｲｱﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ、若しくは地上業務受委託

契約に基づく契約関係が存在しないと相互の支援は不可能なので、実効性の

ある支援体制を構築する必要がある。 

 改善計画  

1. 航空会社を代表して一定の判断が要求される、①航空機事故対応の総括及び

本社との連絡調整、②合同対策本部・現場統制所への派遣、と業務委託先等に

より対応可能な、③事故現場、「軽症者・無傷者一時待機所」、ﾎﾃﾙ、及び収容

先医療機関等で乗客及びその家族等の対応を行う要員、を整理し、不足する要

員については、ｱﾗｲｱﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ、若しくは地上業務受委託契約による契約関係

に基づき、緊急事態において必要な人員を確保出来るよう、あらかじめ航空会

社ごとに支援体制について協議し、対応出来る体制を確立する。 
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８．２８．２８．２８．２        搭乗者名簿搭乗者名簿搭乗者名簿搭乗者名簿 

 現 状   

現計画では、当該航空会社の任務に「危険物搭載の有無及び搭乗者ﾘｽﾄ等必要

な情報の提供」を規定。 

 課 題   

1. 被災者及びその近親者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護の観点から、個人情報の開示が極め

て限定されているために、搭乗者名簿の取り扱いにつき明確にする必要があ

る。 

2. 当該国若しくは当該航空会社の方針に基づき、搭乗者名簿を提出するために

追加的な処置が必要な場合は、事故発生時に迅速に対応出来るよう事前に準

備をしておくことが必要。 

 改善計画  

１．当該航空会社は、合同対策本部に 2 時間以内を目途に、搭乗者名簿を提出

する。 

2. 合同対策本部は、搭乗者名簿に記載された個人情報を、救助・救難目的のみ 

に限定して使用するものとし、その事を緊急計画に明記する。 

3. 当該航空会社が、当該国若しくは当該航空会社の方針により、搭乗者名簿を

提出する場合に書面による確認等の手続きが必要な場合は、その手続きを事

前に確認し、当該航空会社と合同対策本部（NAA）が覚書等を取り交わして、

手続の簡素化及び迅速化を図る。 

    

８．３８．３８．３８．３        当該航空会社への支援体制当該航空会社への支援体制当該航空会社への支援体制当該航空会社への支援体制 

 現 状   

現計画では、空港内関連企業は成田国際空港救難協力隊として支援を行うと規

定。 

 課 題   

NAA 若しくは当該航空会社との契約関係が存在しない航空会社及び空港関連企

業は、当該航空会社を直接支援する事が出来ないので、事故発生時に必要な人

員及び資材を確保できるよう、実効性のある支援体制を構築する必要がある。 
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 改善計画  

1. ｱﾗｲｱﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ、若しくは地上業務受委託契約による関係航空会社相互の支援

体制に加え、空港内関連会社とも協議し、必要な人員を確保する。 

    

８．８．８．８．４４４４        その他の航空会社の緊急体制その他の航空会社の緊急体制その他の航空会社の緊急体制その他の航空会社の緊急体制    

 現 状   

現計画では成田国際空港救難協力隊としての救助・救難活動の支援以外には当

該航空会社以外の航空会社の関与は規定されていない。 

 課 題   

空港機能が数時間から数日間に渡り停止、若しくは大幅に低下する事から、空港

内に旅客が滞留する等々の混乱が想定される。一旦運航が再開されても、特に

Single Runway Operation の場合等には、通常の処理能力以上の航空機が滞留し

ているので、予想以上に遅延が発生し、そのために安全上の観点から各社が運航

規程に定める運航乗務員の勤務時間制限に係わったり、目的地空港のｶｰﾌｭｰに

係わる等の理由により、更なる遅延が生じ、混乱がなかなか解消されない結果を

招く。また、航空会社のその後の運航計画をできる限り早期に通常状態に戻すた

め、並びに旅客の状況により、航空会社としての優先順位が考慮されるべきであ

る。旅客にﾀｲﾑﾘｰかつ的確に情報を提供し、混乱を防止する為には、事故の状況

及び今後の運航再開の見込み等の情報を各社がﾀｲﾑﾘｰに入手出来、かつ効率的

な運航再開計画を早期に設定できるよう、CDM(Collaborative Decision Making)を取

り入れた BCP(Business Continuity Plan)をあらかじめ設定しておく必要がある。 

 改善計画  

1. CDM(Collaborative Decision Making)を取りいれた BCP(Business Continuity Plan)

をあらかじめ設定しておく。 

2. 合同対策本部にＡＯＣ代表が参加し、当該航空会社以外の航空会社に対して適

宜情報を提供する。 

3. AOC 代表が、各航空会社にﾀｲﾑﾘｰに情報を提供出来るよう、電話・FAX に加え

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境を整備する。 

4. 運航再開に当っては、滑走路閉鎖により停滞した航空機運航を可能な限り効率

良く、円滑に処理することを第 1 優先とし、各航空会社はそれに協力する。 

5. 情報をﾀｲﾑﾘｰに伝達し、共有するためには双方向ｼｽﾃﾑ(Portal Site)が最も効率

的であり、そのためのｼｽﾃﾑ構築を検討する。 
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９．マスコミへの対応９．マスコミへの対応９．マスコミへの対応９．マスコミへの対応                                                                                                                                                                     

    

９．１９．１９．１９．１        マスコミ活動に対する対応マスコミ活動に対する対応マスコミ活動に対する対応マスコミ活動に対する対応    

 現 状   

成田空港では、航空機事故が発生した場合、NAA 広報室がﾒﾃﾞｨｱを事故現場に案

内し、取材する事を認めている。 

 課 題   

1. 事故現場周辺においては、警察機関、警備会社及び救難協力隊は、消火救難

活動に支障をきたすことのないよう、立入禁止区域を早期かつ的確に設定し、 

ﾏｽｺﾐ関係者を規制線内に入れないようすべきである。 

2. また、航空会社としては、個人のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを尊重して、空港内施設の使用時、

空港からﾎﾃﾙまでの移動時なども含めて、被災者及び被災者の家族とﾏｽｺﾐ関

係者の分離に特段の配慮をする必要がある。 

 改善計画  

1. 航空機事故現場においては、警察及び警備員により、早期かつ的確に規制線

を設定し、ﾏｽｺﾐ立入禁止措置を行うことによって、円滑な緊急活動環境の確保

と被災者ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保を行う。。 

2. 航空機事故現場から滞在先ﾎﾃﾙまでのﾙｰﾄ上において、被災者及び被災者家

族をﾏｽｺﾐから隔離し、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを確保する。 

3. AOC は成田国際空港ﾎﾃﾙ業協会と、あらかじめ協定を締結し、ﾎﾃﾙ滞在中にお

いて被災者及び被災者家族がﾏｽｺﾐから隔離され、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰが確保されるように

する。 

    

９９９９．２．２．２．２        取材ヘリに対する対応取材ヘリに対する対応取材ヘリに対する対応取材ヘリに対する対応    

 現 状   

現計画には、取材ﾍﾘに対する規定はない。 

 課 題   

1. 空港又はその周辺において航空機事故が発生した際、当該事故発生の情報を

入手した報道機関(ﾏｽｺﾐ)の取材ﾍﾘが多数、空港又は周辺の事故現場上空に飛

来することとなる。殆どの取材ﾍﾘは、事故発生後、約 15～20 分で都内のﾍﾘﾎﾟｰﾄ

から来ることが予想される。 
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2. 一方で、ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ等の緊急ﾍﾘは、事故発生の連絡を受け、直ちに、事故発生現

場での救急救護活動を開始することとなる。緊急ﾍﾘの活動環境を最優先に確保

し、取材ﾍﾘ機との衝突防止など 2 次災害を防ぐためには、ﾏｽｺﾐ活動に対する一

定の制限を行わざるを得ない。 

3. なお、事故発生後の取材ﾍﾘへの制限の可能性については、平時からﾏｽｺﾐ関係

者への協力依頼が必要である。 

 改善計画  

取材ﾍﾘに対する対応は以下のとおり。 

1. 救急救護活動に従事する救急ﾍﾘの運航を最優先する。 

2. 取材ﾍﾘの待機ﾎﾟｲﾝﾄ、又は待機ｴﾘｱを事前設定する。 

3. 救急ﾍﾘと取材ﾍﾘの飛行経路を分離する。 

4. CAB 管制は救急ﾍﾘによる被災者の搬出が終了するまで取材ﾍﾘに待機を指示す

る。 

5. 合同対策本部は、緊急活動沈静化の状況を確認し、取材ﾍﾘによる現場上空で

の取材開始時間を調整する。 

6. 取材ﾍﾘが成田空港で燃料補給を行なう場合、緊急ﾍﾘの給油を優先する。 

 

９．３９．３９．３９．３        合同対策本部における共同記者会見合同対策本部における共同記者会見合同対策本部における共同記者会見合同対策本部における共同記者会見 

 現 状   

1. 現計画では、合同対策本部の任務に「報道機関への情報の提供」とのみ記述。

2. 航空機事故等の重大事案が発生した場合、NAA 本社ビル 1 階講堂に共同記者 

会見場が設営される。 

3. 航空機事故消火救難総合訓練の際に、NAA 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ主導で共同記者会見

場設営訓練、ﾏｽｺﾐ各社の記者による伝達訓練等が行われている。 

4. NAA としては、他の合同対策本部構成機関に対しても共同記者会見場を提供す

ることが可能である。 

 課 題   

1. 昨今の事例から、事故発生時には、ﾏｽｺﾐからﾀｲﾑﾘｰな情報提供が強く求めら

れる。 

2. 一方で不正確な情報が提供され、その後訂正されると、事実を隠蔽している、若

しくは意図的な情報操作を行っているような印象を与えかねない。 
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3. 特に初期において、情報が不足し混乱している状況においても、確認されてい

る客観的な事実関係を積極的に広報し、社会的な不安を取り除く努力が要求さ

れる。 

 改善計画  

1. 事故発生後 2 時間以内に、合同対策本部は第 1 回の共同記者会見を行い、そ

の段階で確認されている客観的事実を公表する。 

2. その後も定期的(概ね 2 時間毎)に合同対策本部は記者会見を行い、最新の情

報を開示する。 

3. 記者会見は、特に目新しい情報が得られない場合においても、定期的に実施す

る。 

4. 発表内容は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでも公表され、随時最新の情報に更新されるべきであ

る。 

    

９．４９．４９．４９．４        個別機関における記者会見・対応個別機関における記者会見・対応個別機関における記者会見・対応個別機関における記者会見・対応    

 現 状   

現計画では規定されていない。 

 課 題   

1. 個別機関においてもﾒﾃﾞｨｱからの情報提供を求められるので、合同対策本部に

おける場合と同様に対応する事が好ましいが、共同記者会見で公表される事

実と異なる内容が公表されると混乱を招くことが想定されるので、個別の機関

で行われる記者会見においては、事前に合同対策本部との調整が不可欠であ

る。 

 改善計画  

  1. 個別機関における記者会見は、情報が混乱しがちな初期においては、個別機

関における対応をさけ、合同対策本部のおこなう共同記者会見に集約する。 

2. 個別機関において記者会見を行う場合はその発表内容を合同対策本部に報告

し、相互の発表する内容に齟齬が生じないようにする。 
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９．５９．５９．５９．５        航空会社の対応航空会社の対応航空会社の対応航空会社の対応 

 現 状   

1. 航空機事故が発生した場合は、24 時間稼動している運航管理ｾﾝﾀｰ当直者から

の連絡により緊急対策体制が発動され、航空機事故に起因する企業のﾏｲﾅｽｲ

ﾒｰｼﾞが更に悪化することを避け、かつ社会的不安の増大を防止する目的で、

広報対応を開始する。 

2. ﾒﾃﾞｨｱに対応するｺｰﾙｾﾝﾀｰが立ち上げられる他、本社担当役員によるﾒﾃﾞｨｱに

対する記者会見が定期的に行なわれる。（ANA-羽田、JAL-天王洲） 

3. 外国航空会社においては、本社緊急対策部門からの指示を受け、日本支社・支

店において、当該航空会社日本地区代表者による記者会見が実施される。 

4. 公表される内容は、事故原因調査、法的な過失責任の可能性、及び被災者家

族からの損害賠償請求等の要因、並びに企業の社会的責任を認識した上で企

業ｲﾒｰｼﾞが更に損なわれることを防ぐ為に、確認された客観的な事実で、当該航

空会社のﾄｯﾌﾟﾏﾈｰｼﾒﾝﾄが承認した内容に限定される。 

 課 題   

1. 航空会社から発表される内容は客観的な事実関係に留まり、旅客に関する情

報、事故原因に繋がるような情報は発表出来ない。 

2. 発表内容については本社緊急対策部門担当者が承認したものに限られる。 

3. 現地空港におけるﾒﾃﾞｨｱ対応は出来ず、本社若しくは日本地区代表者が発表し

た内容を繰り返すのみとなる。 

 改善計画  

  1. 当該航空会社のﾏｽｺﾐ対応及び記者会見は、基本的に当該航空会社本社若しく

は日本地区代表者が対応する。 
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１０．空港運用の再開１０．空港運用の再開１０．空港運用の再開１０．空港運用の再開                                                                                                                                                             

 現 状   

成田国際空港は日本の国際線発着便数の半分以上を担っており、この空港の運

用閉鎖が我が国及び世界の社会・経済に与える影響は大変大きなものとなる。そ

のため、空港運用の再開を可能な限り早期に行う必要がある。 

現計画において、空港の運用再開について明示されているのは次の通り。 

①目的において、「・・・空港の可及的速やかな正常運用への復旧を図るため・・・」 

②関係機関の任務において、 

「NAA： 移動不能航空機の撤去調整、事故現場の清掃及び空港施設の復旧」、 

「当該航空会社： 事故機の移動又は撤去」、 

「それ以外の航空会社： 事故機の移動又は撤去作業の支援」 

 課 題   

1. 空港運用再開を、「滑走路運航再開」として捉え、その「目標時間」を設定し、関

係機関が協力して、その目標達成に向けて努力をする必要。 

2. 滑走路運航再開の「制約事項」を明らかにし、その制約の早期解除を図るため

の行動と実施者を明示しておく必要。 

3. 「制約事項解除の確認」と「運用再開調整」のための、関係機関による「全体的

な体制」を明確にしておく必要。 

 改善計画  

成田国際空港は我国にとって重要な社会インフラであり、航空機事故発生後停止

した空港の運用を可能な限り早急に再開することが重要である。そのために「事

業継続計画 (BCP:Business Continuity Plan)の観点から、空港運用再開について

次の事項を定める。 

 

1. 滑走路運航再開の「目標時間」 

事故発生場所 対象滑走路 滑走路運航再開の目標時間 

A) 空港内事故 1) 事故発生滑走路 4 日後 

2) 事故発生滑走路以外の滑走

路 

4 時間後 

B) 空港外事故 3) 全ての滑走路 4 時間後 
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2. 滑走路運航再開への取り組み 

航空機事故の発生場所に応じ、以下のとおり、早期再開に向けた取り組みを行う。 

A) 空港内 

事故 

 

①「事故発生滑走路以外の滑走路」の早急な運航再開を図る。 

②「事故発生滑走路」のできるだけ早期の運航再開に取り組

む。 

B） 空港外 

事故 

①2 本の滑走路の早急な運航再開を図る。 

②住民や地上施設の被災状況によっては、その直上を離着陸

飛行経路とする滑走路については、自治体理解の難しさや

住民の感情から、「目標時間」での滑走路再開が難しいこと

も想定される。その場合は、他の滑走路の運航再開を先行し

て取り組む。 

 

3. 滑走路運航再開の主要ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ 

A） 空港内 

事故 

 

1) 事故発生滑走路 

①事故調査委員会及び警察による現場検証の終了 

②航空機の移動又は撤去 

③滑走路関連施設の復旧 

④自治体の理解 

2) 事故発生滑走路以外の滑走路 

①現場における緊急活動（救急車・ﾍﾘによる被災者輸送）の沈

静化 

②滑走路用消火能力（消防車）の回復 

③自治体の理解 

B) 空港外 

事故 

①現場における緊急活動（ﾍﾘによる被災者輸送）の沈静化 

②航空機・周辺施設等からの発煙状態の沈静化（離着陸経路直

下の場合） 

③自治体の理解と住民感情 
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4. 主要ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ解除の取り組み 

主要ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ 解除の取り組み 

(1) 自治体 

調整 

と住民感情 

 

①空港内事故の場合 

NAA は空港周辺の関係自治体に対して状況を説明し、運航再

開についての理解を求める。 

②空港外事故の場合 

NAA は当該航空会社と共に、当該自治体・周辺住民に対して

陳謝と状況説明を行い、また運航再開についての理解を求め

る。更に、離着陸飛行経路直下の自治体に対して、状況を説

明し、運航再開についての理解を求める。 

(2） 事故調査

委員会及び

警察による

現場検証の 

終了 

 

③空港事務所は事故調査委員会に対して、現場検証の速やかな

実施を要請すると共に、当該航空会社・NAA と共に、現場検証

の円滑な実施に協力する。 

④NAA は警察に対して、現場検証の速やかな実地を要請すると

共に、当該航空会社・空港事務所と共に、現場検証の円滑な

実施に協力する。 

(3) 航空機の

移動又は

撤去 

⑤当該航空会社は速やかな事故機の移動又は撤去の準備を整

え、現場検証終了後、直ちにそれを実施する。 

⑥NAA、当該航空会社以外の航空会社は、事故機の速やかな移

動又は撤去に協力する。 

(4) 滑走路 

関連施設の

復旧 

 

⑦NAA は、破損した滑走路関連施設（舗装、ﾏｰｷﾝｸﾞ、航空灯火、

航空保安無線施設等）の速やかな復旧の準備を整え、現場検

証終了後、また事故機の移動又は撤去後、直ちにそれを実施

する。 

(5) 滑走路運

航再開のた

め の 確認・

調整体制 

⑧合同対策本部は、滑走路運航再開のための総合調整を行うと

共に、「ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ」の解除等、運航再開の状況が整ったことを確

認し、関係機関に運航再開を指示する。 

 

 

 

 


